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─────────────────────────────────────────── 

令和２年 第１回（定例）吉 賀 町 議 会 会 議 録（第２日） 

                             令和２年３月４日（水曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第２号） 

                         令和２年３月４日 午前９時10分開議 

 日程第１ 議案第21号 令和２年度吉賀町水道事業会計予算 

 日程第２ 議案第22号 令和２年度吉賀町興学資金基金特別会計予算 

 日程第３ 議案第23号 令和２年度吉賀町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第４ 議案第24号 令和２年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計予算 

 日程第５ 議案第25号 令和２年度吉賀町介護保険事業特別会計予算 

 日程第６ 議案第26号 令和２年度吉賀町小水力発電事業特別会計予算 

 日程第７ 議案第27号 令和２年度吉賀町下水道事業特別会計予算 

 日程第８ 議案第28号 令和２年度吉賀町農業集落排水事業特別会計予算 

 日程第９ 議案第29号 令和２年度吉賀町一般会計予算 

────────────────────────────── 
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 日程第１ 議案第21号 令和２年度吉賀町水道事業会計予算 

 日程第２ 議案第22号 令和２年度吉賀町興学資金基金特別会計予算 

 日程第３ 議案第23号 令和２年度吉賀町国民健康保険事業特別会計予算 

 日程第４ 議案第24号 令和２年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計予算 

 日程第５ 議案第25号 令和２年度吉賀町介護保険事業特別会計予算 

 日程第６ 議案第26号 令和２年度吉賀町小水力発電事業特別会計予算 

 日程第７ 議案第27号 令和２年度吉賀町下水道事業特別会計予算 

 日程第８ 議案第28号 令和２年度吉賀町農業集落排水事業特別会計予算 

 日程第９ 議案第29号 令和２年度吉賀町一般会計予算 

────────────────────────────── 

出席議員（11名） 

１番 桑原 三平君        ２番 三浦 浩明君 

３番 桜下 善博君        ４番 松蔭  茂君 

５番 中田  元君        ６番 大多和安一君 

７番 河村 隆行君        ９番 河村由美子君 
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10番 庭田 英明君        11番 藤升 正夫君 

12番 安永 友行君                  

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

８番 大庭 澄人君                  

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 水落 裕之君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 ……………………… 岩本 一巳君   副町長 …………………… 赤松 寿志君 

教育次長 ………………… 大庭 克彦君   総務課長 ………………… 野村 幸二君 

企画課長 ………………… 深川 仁志君   税務住民課長 …………… 齋藤 明久君 

保健福祉課長 …………… 永田 英樹君   産業課長 ………………… 山本 秀夫君 

建設水道課長 …………… 早川 貢一君   柿木地域振興室長 ……… 栩木 昭典君 

出納室長 ………………… 中林知代枝君                       

────────────────────────────── 

午前９時10分開議 

○議長（安永 友行君）  ただいまの出席議員数は１１人です。定足数に達しておりますので、直

ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 光長教育長については、本日、体調不良により欠席をされます。報告しておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第２１号 

○議長（安永 友行君）  日程第１、議案第２１号令和２年度吉賀町水道事業会計予算を議題とし

ます。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、議案第２１号令和２年度吉賀町水道事業会計予算でございま

す。 

 総則、第１条、令和２年度吉賀町水道事業会計予算は次に定めるところによる。 
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 業務の予定量、第２条、業務の予定量は次のとおりとする。 

 （１）給水件数３,１７６件、（２）年間総給水量８４万２,３０３立方メートル、（３）１日

平均給水量２,３０７立方メートル、（４）主要な建設改良事業、水道管路緊急改善事業

６,４１８万１,０００円、収益的収入及び支出、第３条、収益的収入及び支出の予定額は次のと

おりと定める。 

 まず、収入でございます。第１款水道事業収益２億３,６４６万４,０００円、第１項営業収益

１億１,０５５万６,０００円、第２項営業外収益１億２,５９０万８,０００円。 

 支出でございます。第１款水道事業費用２億３,２７４万７,０００円、第１項営業費用２億

７７５万５,０００円、第２項営業外費用２,４６６万２,０００円、第３項予備費３３万円。 

 資本的収入及び支出、第４条、資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。（資本的

収入額が資本的支出額に対し不足する額６,１６３万１,０００円は、過年度分損益勘定留保資金

６,１６３万１,０００円で補填するものとする）。 

 収入でございます。第１款資本的収入１億２,５３７万７,０００円、第１項企業債

４,４００万円、第２項県補助金１,８５３万３,０００円、第３項他会計補助金６,１２６万円、

第４項工事負担金１５８万４,０００円。 

 支出でございます。第１款資本的支出１億８,７００万８,０００円、第１項建設改良費

６,４１８万１,０００円、第２項企業債償還金１億２,２４９万７,０００円、第３項予備費

３３万円。 

 次のページに入りまして、企業債でございます。 

 第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおりと定める。起債

の目的、上水道事業債、限度額は４,４００万円、起債の方法、利率、償還の方法につきまして

はお読み取りをいただきたいと思います。 

 一時借入金、第６条、一時借入金の限度額は１,０００万円と定める。 

 予定支出の各項の経費の金額の流用、第７条、予定支出の各項の経費の金額を流用することが

できる場合は次のとおりと定める。 

 （１）収益的支出、第１款水道事業費用のうち、第１項営業費用、第２項営業外費用に係る予

算額に過不足が生じた場合における項間の流用。（２）資本的支出、第１款資本的支出のうち、

第１項建設改良費、第２項企業債償還金に係る予算額に過不足が生じた場合における項間の流用。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない経費、第８条、次に掲げる経費については、

その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流

用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 （１）職員給与費１,７００万５,０００円。 
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 他会計からの補助金、第９条、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は１億４,０７４万

８,０００円である。 

 令和２年３月３日提出、吉賀町水道事業管理者岩本一巳。 

 なお、詳細につきましては、所管いたします建設水道課長のほうから御説明申し上げますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。早川建設水道課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  おはようございます。 

 それでは、私のほうから議案第２１号令和２年度吉賀町水道事業会計予算の詳細説明をさせて

いただきます。 

 説明につきましては、先ほど町長がお示しをしました次のページ、令和２年度吉賀町水道事業

会計予算説明書をもって説明をさせていただきたいと思います。 

 ページ進んでいただきまして、４ページから７ページでございますけれども、ここには給与費

明細表を載せております。職員２名の給与費でございます。お読み取りをいただきたいと思いま

す。 

 ページを進んでいただきまして、１３ページをお開きいただきたいと思います。 

 ここから、３条予算、４条予算につきましての詳しい内容を載せておりますので、このページ

をもちまして、説明をさせていただきます。 

 まず、１３ページ、収益的収入及び支出でございます。款１水道事業収益、項１営業収益でご

ざいます。 

 ページを右に見ていただきまして、次のページでございます。 

 節１給水収益でございます。１億９０６万８,０００円。水道料金でございます。これは性質

上１００％の料金の計上をしておるところでございます。 

 その下でございます。 節の３分担金７０万５,０００円でございます。加入分担金といたし

まして、４万７,０００円の１５戸分を計上しておるところでございます。 

 節の５雑収益７８万３,０００円でございます。これは新畑地区の維持管理負担金でございま

す。お隣津和野町の新畑地区に水道を供給しておりますので、この負担金ということでございま

す。 

 項の２営業外収益でございます。節の１預金利息、これは１,０００円でございます。 

 その下、節の１他会計補助金でございます。７,９４８万８,０００円、これは一般会計からの

繰入金でございます。 

 その下でございますけれども、長期前受金戻入でございます。長期前受金戻入でございますけ

れども、固定資産の耐用年数によって減価償却をしてまいりますけれども、その率で収入をいた
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します。つまりは補助金等はございますけれども、そういった収入したものについても同じよう

に同じ率で収入を振り分けてまいります。その部分を種類別に分けたものでございます。 

 まず、１の国県補助金戻入でございます。３,９８６万９,０００円、節の２他会計補助金戻入

４０９万４,０００円、節の４受贈財産評価額戻入４万６,０００円、この受贈財産でございます

けれども、一般会計から引き継いだものというふうになっております。つまりは町道改良等で、

特に橋梁等を修繕した場合に添架物として管が残っている場合、それを実際には補償をして直す

というのが通例でございますけれども、場合によっては工事費の中に含んで、それで管をやり直

すという工事がございます。そういった場合にこういった状況が生じてまいりまして、それを戻

し入れるというものでございます。 

 その下、節の６工事負担金戻入でございます。２４１万円となっております。 

 ページを進んでいただきまして、１４ページをごらんいただきたいと思います。 

 支出でございます。款１水道事業費用、項１営業費用、目１原水及び浄水費でございます。 

 右のページに進んでいただきまして、節の１４発電機等の燃料費１万１,０００円でございま

す。 

 その下、節の１５光熱水費１,５５５万５,０００円でございます。これは浄水施設の電気料で

ございます。 

 節の１７通信運搬費１３４万円でございます。これは浄水施設からのテレメーター専用回線の

使用料でございます。 

 その下、節の１９委託料でございます。金額といたしましては、１５２万７,０００円、見て

いただきますと、除草費でございますけれども、浄水施設の除草といたしまして６６万円。 

 それから、電気設備の保守点検料といたしまして８６万７,０００円を計上しておるところで

ございます。 

 それから、節の２０手数料でございます。６５４万９,０００円でございます。主なものとい

たしましては、水質検査手数料でございます。これは月に一度、水質を維持するための検査の手

数料でございまして、それを計上したもの、６３２万９,０００円でございます。 

 ずっと下がっていただきまして、節の２５工事請負費４７７万３,０００円でございます。こ

れは浄水施設を維持管理をしていくための、簡単に言いますと、修繕料が入っておるわけでござ

いますけれども、少し細かくなっておりますので、その分についてお示しをさせていただきたい

と思います。 

 まず、紫外線施設についての保守点検料が、大野原、伊豆原、高尻、この施設について保守点

検をしていくということで、２２５万１,０００円。 

 ろ過池で水をきれいにしていくという施設がございます。この施設の清掃と点検に係る費用で
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ございます。７３万７,０００円。 

 それから、旧六日市地区の水質計器設備の保守点検工事、これに５４万円。 

 エリアを旧六日市町、旧柿木村と分けまして、この水質計器について隔年で点検をしてまいる

ということにしております。その部分で、今回は六日市地区を点検したいということで、計上し

ているものでございます。 

 福川浄水場無停電電源装置取替修繕工事、６万９,０００円を計上しております。これにつき

ましては、停電をした場合に電気がとまらないための無停電装置の修繕費でございます。 

 薬注設備修繕工事、これは大野原、黒渕地区を予定しておりまして、１２万円でございます。 

 水質計器修繕工事、高尻、大井谷、伊豆原、椛谷を計画しておりまして、２４万２,０００円。

ここの部分の今申しました薬注と水質計器の修繕でございますけれども、今年度全施設にわたっ

て点検をいたしました。その部分で不備が見つかった部分について、水質計器と薬注についての

修繕をしたいということでございます。 

 繰り返して申しわけございませんけれども、全体を旧柿木村と旧六日市に分けて、今度は交互

に点検をしていくということにしておりまして、今回計上させていただきましたのはことし分で、

全地域を点検いたしました。その部分について不備があった部分については直していきたいとい

うもので、計上したものでございます。 

 続きまして、六日市浄水場の高圧気中開閉器取替工事でございます。 

 六日市浄水場の言ってみれば、一番もとのブレーカーのようなものでございまして、これが

１５年を経過しておりまして、保安協会の点検によって取りかえたほうがいいだろうという指示

をいただきましたので、取りかえたいというものでございまして、８１万４,０００円を計上し

ておるところでございます。 

 以上が、工事請負費の大まかなといいましょうか、内容でございました。 

 続きまして、その下でございます。 

 節の２８薬品費でございます。８４万６,０００円を計上しておるところでございます。これ

につきましては、水道水の消毒をするもの、次亜塩素酸ナトリウム等がございますけれども、そ

ういったものの薬品類を計上したものでございます。 

 目の２配水及び給水費でございます。節の１５光熱水費でございます。１３７万５,０００円、

これは配水施設等に係ります電気料でございます。 

 節の１７通信運搬費１３６万３,０００円、これは配水池等から利用いたします専用回線テレ

メーターの使用料でございます。 

 それから、節の１９委託料１７２万３,０００円でございますけれども、行の一番下、漏水調

査業務でございます。９４万６,０００円を計上しておりますけれども、これにつきましては幸
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か不幸か、凍結災害はそれほどその後起こっておりませんが、凍結の被害が発生した場合に漏水

調査をかけるものということで、業者委託をするものでございます。これは９万６,０００円掛

ける１０キロを計画しておるところでございます。 

 その下でございます。節の２０手数料でございます。１０１万円、これは水質検査手数料とい

たしまして１７カ所、各戸の管末に当たるお宅にお願いをいたしまして、日々残塩の──つまり

は残留塩素の計測をしていただいております。これに係る手数料でございます。 

 ずっと下がっていただきまして、節の２２修繕費３８５万円でございます。施設修繕費として

おりますけれども、これは配管に係る部分でございまして、漏水等が発生した場合の対応するた

めの修繕料でございます。 

 その下でございます。節の２５工事請負費２２５万８,０００円、これにつきましては、減圧

弁の点検の手数料といたしまして、朝倉、大井谷等を計画しております。 

 また、配水池の清掃工事も計画をしているというところでございまして、合わせて２２５万

８,０００円でございます。 

 その下に節の２９材料費でございますけれども、これにつきましては、漏水が起こりましたと

きに管を修理いたします、そうしたものの部材、それから舗装を仮設で戻すための常温合材の経

費等々を組んでいるものでございます。 

 その下でございますけれども、目の３総係費でございます。これから以下につきましては、職

員の給与手当等を計上しておるものでございますので、お読み取りをいただきたいと思います。 

 ページを進んでいただきまして、１５ページをお開きいただきたいと思います。ここも総係費

の続きでございます。 

 節の１９委託料でございます。５２７万１,０００円、これは企業会計支援業務でございまし

て、これにつきましては、業務を行っていく企業会計等の業務を行うために支援をいただいてお

る、その業務委託料でございます。 

 その一番下の行になりますけど、メーター検針業務でございます。２１２万２,０００円、こ

れは量水器の検針をしていただく、検針業務の経費でございます。 

 節の２３工事請負費でございます。１４１万４,０００円、これはメーターの交換でございま

して、計量法によりまして８年に一度、新しく計器をかえなければならないということで、吉賀

町では、その１年前、７年で交換をしておりますけれども、その年度分の交換個数、２９４個分

の経費でございます。 

 節の２８薬品費でございます。６万６,０００円、これは残留塩素を検出いたします試薬の購

入費でございます。 

 節の４１その他引当金繰入額でございます。２０９万２,０００円を計上しているところでご
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ざいます。これにつきましては、引当金といたしまして年度を超えた部分、１２月から５月まで

のところでの賞与がございますけれども、その年度を外れた部分について、ここの部分で引き当

てていくということでございまして、１２９万７,０００円を計上しております。 

 節の１有形固定資産減価償却費でございます。１億３,５４１万２,０００円を計上していると

ころでございます。 

 先ほど申しましたけれども、固定資産耐用年数によって減価償却してまいります。その部分が

建物、構築物、機械等によって分かれておりまして、それぞれ計上しているものでございます。 

 固定資産除却費でございます。金額といたしましては８４万１,０００円、これは現在、大野

原で布設がえ工事を行っております。そのときに布設がえをした部分でいらなくなった管、これ

を除却するものでございます。８４万１,０００円でございます。 

 項の２営業外費用でございます。右に見ていただきまして、節の１企業債利息１,９１１万

２,０００円、これは企業債の利息部分でございます。 

 そのほか、節の１消費税及び地方消費税５００万円を計上しておるところでございます。 

 続いて、１６ページをお開きいただきたいと思います。 

 ここからは４条予算、資本的収入及び支出について説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、収入のほうからでございます。ページにつきましては右に見ていただきまして、節の

１企業債４,４００万円でございます。 

 それから、節の２県補助金でございます。これは現在、大野原で工事をしております布設がえ

といいましょうか、管の更新工事でございます。これに係る県の補助金部分でございます。これ

は該当いたします金額５,５６０万円に対しまして、３分の１を掛けた金額でございます。 

 それから、その下、他会計補助金でございます。６,１２６万円を計上しておるところでござ

います。これにつきましては、一般会計の繰入金の部分でございます。 

 一般会計の繰入金は３条予算、それから４条予算で入ってまいりますけれども、合わせまして、

１億４,０７４万８,０００円、足しますとここの金額になるというものでございまして、ここに

計上されますものは主に元金の償還部分に当たる部分ということになります。 

 その下でございます。節の１工事負担金でございます。これにつきましては、１５８万

４,０００円でございます。ここは消火栓の負担金といたしまして、大野原の工事でございます

けれども、３カ所ございますので、その３カ所分の消火栓の負担金ということでございます。 

 その下、支出でございます。節の１１通信運搬費２４万円、携帯電話使用料でございます。こ

れは職員が携帯しております警報等の受信用の携帯３台分の経費でございます。 

 その下、節の２５工事請負費でございます。６,３６９万円、大野原地区の布設がえ、管の更

新工事の経費でございます。 
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 それから、その下でございます。節の１企業債償還金でございます。１億２,２４９万

７,０００円を計上しておる部分でございます。これは元金に当たる部分ということでございま

す。 

 その下、予備費といたしまして、３３万円を計上しておるところでございます。 

 以上、簡単ではございますけれども、詳細説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。６番、大多和議員。 

○議員（６番 大多和安一君）  １３ページの加入者分担金、２年度は１５戸を予定しておるとい

う説明でございましたが、３１年度の実績は幾らあったのか、それから、合わせて１５戸の積算

根拠をというか、１５戸出した根拠を教えてください。 

○議長（安永 友行君）  早川建設水道課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  大変申しわけございません。今年度分の実績でございますけれ

ども、出入り等が結構激しいものでございまして、私、ちょっと数字を用意しておりません。調

べまして、回答させていただきたいと思います。 

 それから、１５戸の設定根拠でございますけれども、多ければそれだけ収入になりますし、少

なければそうならないということでございまして、予算の部分でございます。これまでの大体の

経過を見ながら押しなべて、大体１５戸ぐらいが妥当であろうというところでの計上でございま

すので、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ６番、大多和議員。 

○議員（６番 大多和安一君）  続いて、１５ページの工事請負費でメーター交換が、２年度は

２９４個予定していると聞きましたが、一応資料から見ますと、給水件数が３,１７６件という

ことになりますと、３,１７６戸としたら、その７年に１回、当町がかえるとなると、

３,１７６を７で割ると４５３個になるんですが、今、２９４個では３,１７６戸を２９４個で割

ると１０年かかることになりますが、その辺については平準化からいうと２９４個いうのは少な

いんではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（安永 友行君）  早川課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  お答えをさせていただきます。 

 このメーターの交換でございますけれども、８年の範囲がありまして、７年で交換しておりま

す。１年余裕を見るというのは、何かあったときに交換できなくなって、その期間を超えてしま

ったらいけないということで、安全側を見て７年にしております。 

 こちらで計上しております２９４個の個数でございますけれども、これは水道台帳のシステム
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から期限が来たものについて、順次計上しておるものでございまして、令和２年度において交換

しなければならない期限が来たものを計上しております。ですので、場合によってはその個数に

増減がございます。その辺につきましては、なかなか平準化というのも、車検があるのと同じよ

うなものでございまして、もったいないところもありますので、その都度増減はいたしますけれ

ども、大体４００個弱ぐらいの範囲で増減をしながら、交換をしてまいりたいというふうに考え

ておりまして、今回は、その期間に当たりました２９４個分についての計上をさせていただいた

ということでございまして、御理解賜りたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ９番、河村由美子議員。 

○議員（９番 河村由美子君）  １５ページなんですけども、委託料というところに説明の中で、

企業会計支援業務を２５８万５,０００円というところと、その下の９９の過年度分の過誤納金

還付金というのを５５万円見ていますよね。これは何件分を還付金を見ているのかということと、

企業会計の外部に委託されるんだと思うんですけれども、毎年毎年この費用が係ると思うんです

よね。そうすると、そういうソフトを庁舎のほうで入れて、そうしてやれば、例えばＡさんが先

月分と今月分と足して未納金が幾らあるとか、いつ入ったとか、出た入ったというのがわかりや

すい会計ができるソフトありますよね。そういうものを導入してやれば、１年こんなに導入期に

係るかもしれませんが、今どき五、六年は使えるわけですから、そういうことをしたほうが効率

もいいし、職員でそういったことが把握しやすいと思うんですよね。そういう方法をなぜとらな

いのかということをお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  早川課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  まず、企業会計支援業務でございます。 

 この分につきましては企業会計になりまして、会計士さん等とのバックアップをいただきなが

ら会計を進めているわけでございます。その分につきましては、議員御指摘のとおり、毎年かか

ってまいります。 

 これにつきましてはやはり企業というものにつきましては、会計士さん、税理士さん、そうい

ったところの助言をいただかなければなかなか会計することができません、そういった部分も含

めまして、その支援をいただいとるということで、これは毎年かかってまいりますものでござい

まして、議員のおっしゃるとおりでございます。 

 それから、下の過年度分過誤納還付金の５５万円でございますけれども、これにつきましては、

おっしゃいますとおりに誤納があったとき、例えば、誤納だけではなくて、漏水等も発生してま

いりまして、それが年度をまたぎますと、実際には年度内で発生したものにつきましては、年度

いただいたお金の中でお返しをしていくんでございますけれども、それが年度を超えてしまうも

のも多々ございます。そういったものにつきましては、やはりこうしたお金を持っておりません
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とどうしても今ある会計からお返しすることができませんので、その部分の金額でございますけ

れども、件数にしましては金額がさまざまございまして、なかなか設定が難しゅうございます。 

 非常に少ない金額で対応しておった時期もございましたけれども、やはりいつも凍結災害が起

こるわけではございませんが、そういったことも考えますとやはりこのぐらいのお金は常時持っ

ていないとなかなか何かあったときにもお返しができないということで、こうした金額でござい

ますので、何件分かということにつきましては計画をしておりませんで、これだけの大体の金額

が必要ではないかということで計上させていただきました。 

 それから、会計ソフトを導入してはどうかという件でございますけれども、ここに計上してお

りますのは企業会計システムでございます。この企業会計システムに係る部分でございまして、

今、議員が言われました顧客名簿の管理といいましょうか、いろんなその出入りとか、その分に

つきましては、庁舎全体で使っておりますコーカスというのがございまして、そのシステムの中

で動いているものでございまして、ここに計上させていただいたのは、あくまで企業会計のシス

テムでございます。 

 これは委託をするのではなくて、職員がみずからシステムを利用して動かしているということ

でございまして、その部分の保守等にかかってくるものがこの金額でございます。 

 実際に財務会計の中でもできなくはないんですけども、今現在調べてみますと、財務会計的な

業者が一括してやることに対しては、なかなか強い部分と弱い部分、つまりは専門的な部分とそ

うではない苦手な部分というのがございまして、やはり調べてみますと、今ここで使っておりま

すそのシステムは、やはり企業会計的には余り強くないといいましょうか、得意でないというこ

とで、やはりそういったところに入れ込んでいくという方法も考えておりますけれども、今のと

ころは別のシステムとして、企業会計のシステムのみで運用していきたいというふうに考えてお

るところでございます。 

 今後、庁舎のほうが違うシステムになったとして、その時にまた検討できることがあれば、そ

れも一体化としてやっていくほうが我々もいいと思っておりますので、そういったことも今後は

検討していきたいというふうに思います。 

○議長（安永 友行君）  ３番、桜下議員。 

○議員（３番 桜下 善博君）  ちょっと予算に関係していることなんですが、ことしは暖冬だっ

たんですが、何年か前に異常低温で水道管の破裂とかによって、断水が長く続いたこともあるん

ですが、それの対策を一気には無理と思うんですが、徐々にされているとは思うんですが、具体

的に新年度もどういうことをするのかというのをちょっとお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  早川課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  対策についての質問のお答えをさせていただきたいと思います。 
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 前回、それから前々回もでございますけれども、対応で一番大切なのは水道管自体を凍らない

ように守るというよりも、凍ったときにいかに早く、それから発生したときにいかに早くその場

所を突きとめるかという、そういう方向のほうが非常に経済的にも費用対効果が高いというふう

に感じましたし、それから、経験的にもそのほうがいいだろうというふうに思いました。という

ことで、そのときには建設水道課の職員だけでは対応できませんので、町長の号令以下、全職員

が対応がしていただきました、前回。前々回もそうだったんですけども、そういった体制の中で、

どの職員が行っても、どこにメーターがあって、どこを見たらわかりますよということがまず大

前提でありまして、その資料といいましょうか、データを集積していこうということで、毎年少

しずつではございますけれども、各戸のメーターの位置を写真とそれから図面で確認ができるよ

うな形でデータ化していくという作業をしております。 

 なかなか日々の維持管理の中で、職員も限られておりますので、一足飛びにはなかなかできん

わけでございますけれども、そういったものを本当に素人の方が行っても今後メーター見て、回

っているね、回っていますよ、飛びますね、そういったことができる、そういった資料をつくっ

ていきたいというふうに考えておりまして、その部分を今進めているところでございます。まだ

完成には至っておりませんが、なるべく早いところでそういった部分、ことしはたまたま起きま

せんでした。多分起きないと思いますけれども、今後に向けて、また進めていきたいと思ってお

ります。 

○議長（安永 友行君）  ６番、大多和議員。 

○議員（６番 大多和安一君）  今の給水のメーターの場所とかいうのを一気にできないというの

では、一つ疑問があるんですが、なぜ検針員さんが全戸やっておられるんで、その検針員さんに

お願いして写真を撮ったりしておけば、すぐに集まるんじゃないかなと思いますが、それを時間

をかけてやるというのは何か不思議に思いますが、その辺についての見解と、それからもう一つ、

１３ページで給水収益を昨年よりも３３０万円ぐらい減収の予測になっておりますが、この給水

というか、水道料の料金の徴収について、現状は１００％の収納になっているのかどうなのか、

そのあたりをお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  早川課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  お答えをさせていただきます。 

 まずは凍結防止の凍結対応のことの資料の収集でございますけれども、確かに議員がおっしゃ

いますとおりに検針員さんは自分のエリアの水道メーターの位置を全て記憶されております。 

 我々も最初はその検針員さんと一緒になってやればいいじゃないかというふうに考えましたが、

実は、検針員さんがメーターを確認するときには、非常に素早い動きで、開けてテンキーを打っ

て、閉めてレシートを置いて帰ってくる。そういう時間的ロスが全くございません。 
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 それはなぜかというと、どうしても検針のお願いをして、それから検針が終わるまでが大体

２週間ぐらいしか期限がございません。これはなるべく量水の正確を期するために、余り前後し

ないように、期間をとらないようにやっているんでございますけれども、その関係でどうしても

検針員さんがメーターを回るときにはなかなか難しいということがわかりました。 

 そうなりますと、今度は検針員さんにお願いをして回るということも考えたんでございますけ

れども、この部分につきましては、今度はなかなか職員と時間の折り合いがつかないということ

もあって、なかなかうまく回りませんでした。つまりは、やはり水道台帳というものがございま

して、我々も場所的には大体のところは把握しておるところでございますけれども、そこをやは

り職員が回っていくしかないんではないだろうかということで、１回、２回と手筋を変えながら、

その作業を進めていったためにこういったことになってしまったということでございます。 

 短期間に進めていけばいい、時間を決めて無理やり押し込んでいけばいいということもあるの

かもしれませんけども、そういたしますと今度は膨大な資料を一遍にまとめてしまって、写真の

データから全てをまた全部管理しなければならないということもありますものですから、区間を

決めて、区域を決めて、持って帰った資料を整理をして、また区間を決めて、箇所を決めて、持

って帰った資料を整理していくと、そういうやり方にしておりまして、どうしてもスピードが上

がってこないというのも事実でございます。 

 なるべく次の凍結が起こらないまでに、資料をまとめていくということになりますと、議員が

おっしゃいますとおりにスピード感を持ってやらなければいけないということもありますので、

今後も少しまたやり方を変えて、よりスピードが上がるような形で検討してまいりたいと思いま

す。 

 失礼しました。それから、もう一つでございます。 

 水道料金の徴収でございますけれども、１００％かということでございますけれども、残念な

がら１００％にはなってまいりません。 

 経験上、どうしても下水道が計上しておりますけれども、大体２％程度はやはりどうしても滞

納になってしまうというのがございまして、そういったものも含めまして、今現在、滞納処理に

は力を入れておりまして、職員鋭意努力しているところでございます。 

 日々の取り組みが、やはり雪だるまのように膨らんでまいりますので、そういったものを考え

ながら、日々の中で滞納が起こらないように、滞納があってもお願いをして払っていただくよう

な形で取り組んでいるところでございます。 

 また、操越分につきましても、これまでなかなか進められませんでしたけども、ここにつきま

してもどんどん踏み込んで徴収の作業をしておりますので、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  ほかにありませんか。よろしいです。 



- 106 - 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですが、日程第１、議案第２１号令和２年度吉賀町水道

事業会計予算の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第２２号 

○議長（安永 友行君）  引き続き、日程第２、議案第２２号令和２年度吉賀町興学資金基金特別

会計予算を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして、議案第２２号令和２年度吉賀町興学資金基金特

別会計予算でございます。 

 令和２年度吉賀町興学資金基金特別会計予算は次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１,７６１万円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

 令和２年３月３日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １ページをめくっていただきまして、第１表歳入歳出予算でございます。 

 まず、歳入でございます。款１財産収入、項１財産運用収入１,０００円、款３繰入金、項

１基金繰入金１,０８０万円、２他会計繰入金５万９,０００円、款５諸収入、項１貸付金元利収

入６７５万円、これに伴います歳入合計は１,７６１万円でございます。 

 ２ページは歳出でございます。款１総務費、項１総務管理費１,７６１万円、歳出合計も同額

でございます。 

 なお、３ページの事項別明細書以降につきましては、所管いたします総務課長のほうから御説

明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、議案第２２号令和２年度吉賀町興学資金基金特別会計予

算について説明を申し上げます。 

 予算書につきましては６ページ、歳出のところから説明をしてまいります。 

 総務費、総務管理費、１、一般管理費、００２一般事務管理費５万９,０００円の計上です。

これは審査会に係る経費でございます。審査会を２回分というところで計上させていただいてお

ります。 

 それから、００３貸付金１,０８０万円です。これは文字どおり貸付をするものでございます。

内訳について申し上げておきたいと思います。 

 既存の貸し付け部分につきまして１８人、それから、新規の貸し付けとして１２人、というと
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ころで、算出をしておるというところでございます。 

 それから、その下です。２財産管理費、００３基金積立金というところで、興学資金基金積立

金６７５万１,０００円、返還いただいたお金を積み立てていくという、そういうものでござい

ます。６７５万１,０００円ということです。 

 内訳については後ほど、次に歳入のところで御説明申し上げます。というところで、歳入予算

ですけれども、前のページ、５ページのほうを見ていただければと思います。 

 上からまいります。財産収入、財産運用収入、１、利子及び配当金というところで、利子を

１,０００円予算計上いたしました。 

 それから、その下、繰入金、基金繰入金、１、興学資金基金繰入金というところで、興学資金

基金繰入金、先ほど貸し付け金のところと同額の予算の計上というところでございます。 

 それから、その下、繰入金、他会計繰入金、一般会計からの繰入金でございます。５万

９,０００円、これにつきましては、先ほどの審査会に係る部分というところで見ていただけれ

ばと思います。 

 それから、下です。諸収入、貸付金元利収入、１、貸付金元利収入、興学資金基金貸付金元利

収入６３９万円。 

 それから、その下の滞納繰越分興学資金基金貸付金元利収入３６万円、合計しますと６７５万

円というところで、先ほど基金積立金のところで申し上げた６７５万１,０００円、１,０００円

は利子ということになりますので、その部分が歳入として、ここに予算計上いたしたというとこ

ろでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、日程第２、議案第２２号令和２年度吉賀町興

学資金基金特別会計予算の質疑は保留しておきます。 

 ここで、１０分間休憩します。 

午前10時03分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時13分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第２３号 



- 108 - 

○議長（安永 友行君）  日程第３、議案第２３号令和２年度吉賀町国民健康保険事業特別会計予

算を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして議案第２３号令和２年度吉賀町国民健康保険事業

特別会計予算でございます。 

 令和２年度吉賀町国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８億９,８０１万

３,０００円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

 歳出予算の流用、第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）保険給付費の各項に計上した予算に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの

経費の各項間の流用。 

 令和２年３月３日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １ページは、第１表歳入歳出予算でございます。 

 まず、歳入でございます。 

 款１国民健康保険税、項１国民健康保険税１億１,１２２万１,０００円、款２使用料及び手数

料、項１手数料８万６,０００円、款３国庫支出金、項１国庫負担金１,０００円、２国庫補助金

３７６万１,０００円、款４療養給付費等交付金、項１療養給付費等交付金１,０００円、款６県

支出金、項１県負担金・補助金６億６,７８４万１,０００円、款７財産収入、項１財産運用収入

５,０００円、款８繰入金、項１他会計繰入金１億１,４９８万８,０００円、款９繰越金、項

１繰越金１,０００円、款１０諸収入、項１延滞金加算金及び過料３,０００円、２雑入１０万

５,０００円、これに伴います歳入合計８億９,８０１万３,０００円でございます。 

 ２ページは歳出でございます。 

 款１総務費、項１総務管理費１億６３２万４,０００円、２徴税費２５万円、３運営協議会費

２０万３,０００円、款２保険給付費、項１療養諸費５億２,７７０万９,０００円、２高額療養

費８,３２７万３,０００円、３移送費２,０００円、４出産育児諸費１６８万円、５葬祭諸費

４５万円、款３国民健康保険事業費納付金、項１医療給付費分１億１,０７２万９,０００円、

２後期高齢者支援金等分３,６２７万９,０００円、３介護納付金分１,０５５万６,０００円、款

７共同事業拠出金、項１共同事業拠出金３,０００円、款８保健事業費、項１保健事業費

４０６万３,０００円、２特定健康診査等事業費６３２万９,０００円、款９基金積立金、項１基

金積立金５,０００円、款１０諸支出金、項１償還金及び還付加算金５０万５,０００円、款
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１１予備費、項１予備費９６５万３,０００円、これに伴います歳出合計８億９,８０１万

３,０００円でございます。 

 ３ページの事項別明細書以降につきましては、保健福祉課長のほうから御説明申し上げますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。永田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  おはようございます。それでは、議案第２３号令和２年度吉賀

町国民健康保険事業特別会計予算の詳細説明をさせていただきます。 

 予算書の１０ページをお開きをいただきたいと思います。 

 歳出からでございます。 

 総務費、総務管理費の一般管理費でございます。本年度予算額３,４３３万９,０００円という

ことで、前年度と比較いたしまして２,３７４万３,０００円の増額でございます。 

 内訳でございますけれども、まず増額をします主な理由といたしましては、従来、平成３１年

度分につきましては国保会計の人件費１名分でございましたけれども、後期高齢者医療保険事業

のほうの１名分をこちらに人件費のほうを移しまして、２名体制でさせていただくということに

なりまして、その部分について前年度と比較して増額となっておる状況でございます。 

 続きまして、００２一般管理事務費でございます。 

 まず、会計年度任用職員といたしまして、６６万６,０００円を計上させていただいておりま

す。こちらにつきましては、被保険者の方の国保資格なのか、あるいは社会保険なのかといった

ようなところの資格の点検業務を実施するようにというようなところで、県の指導監査等々で指

摘を受けてまいりますので、その部分に対応する職員分の費用を計上させていただいておるとこ

ろでございます。 

 それから、その下、普通旅費につきましては３８万５,０００円、主には松江出張等々を想定

をしておるところでございます。 

 それで、大きなものといたしましては、システム改修委託料１,５９２万３,０００円ございま

す。これは、後ほど、その下にあります連合会負担金の部分と関連をいたしますので、その部分

での説明とさせていただきたいというふうに思います。 

 内容といたしましては、既存ＮＥＣシステムを利用した町の国保事業の事務処理システム、こ

ちらの部分の改修作業が必要となってくるための経費でございます。 

 それで、１０ページ下のところの連合会負担金というところをごらんをいただきたいと思いま

す。こちらにつきましては、本年度予算額が７,１９８万５,０００円ということで、前年度と比

較いたしまして６,９６９万円の増額となっております。 

 こちらの増額理由、大きなものといたしましては、国保連合会への負担金６,９４６万
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５,０００円でございます。こちらにつきましては、平成３０年度に国保事業につきましては都

道府県に一元化をされてまいりました。今それぞれの保険者ごとに運用されておるわけなんです

けれども、実際そこで使っておりますシステムについては、個々の保険者が従来のものを活用し

ているということになります。 

 そういった中で、今後、保険者の都道府県化により、統一的な事務処理を行っていく上でシス

テムの統一が必要になってくるということで、今現在、国のほうが基本のベースとなりますシス

テムのほうをソフトを開発をいたしまして、それを全国的に無償で配布をしていくというような

取り組みを今進めておるところでございます。 

 それを受けまして、島根県につきましても、今、県内保険者ばらばらで運用しておりますシス

テムのほうを１つの形に統一をしていきたいと。後期高齢者の広域連合が採用しております全県

統一のシステムに移行していきたいというような計画で、今進めておるところでございまして、

次年度、令和２年度から約５カ年をかけて、順次、島根県内に導入をしていくということでござ

います。 

 導入に当たっては、それぞれ既存のシステム改修、うちでいいますと、今ＮＥＣのシステムを

活用して事務処理を行っているわけなんですけれども、こちらの部分の改修時期に合わせて実施

をしていくことが基本的には経費の節減になるというようなところで、そのタイミングが吉賀町

は令和２年度ということになりますので、そのタイミングのところで実施をさせていただきたい

というふうに考えております。 

 主なシステムといたしましては、個別に今設置をされているものがクラウド化といって、いわ

ゆる全国的に１カ所に集約させておき、そこで集中的なシステム管理等々を行っていくというよ

うな形になりますので、今回このシステムを導入することで、大幅な経費的な削減が図られるこ

とや、あとは個々の違いのある国保事務の運用方法等について統一化が図られていくというよう

なメリットがあるというようなところから、今回、令和２年度でこの部分について実施をさせて

いただきたいというところでございます。 

 なお、ここの部分につきます財政的な支援といたしましては、戻りますが、一般管理費のほう

のシステム改修委託料の１,５９２万３,０００円、ここの部分につきましては、国の特別調整交

付金のほうで、国からの経費のほうでほぼ１０分の１０の財政的な措置があるというところと、

あと国保連合会負担金部分につきましては、こちらも国のほうから現段階で２分の１の助成があ

るという状況となっております。 

 その部分につきましては、後ほど歳入のほうで説明をさせていただきたいというふうに思いま

す。 

 続きまして、１１ページをごらんをいただきたいと思います。 
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 総務費の徴税費の賦課徴収費については、前年よりも２万４,０００円の減額ということで、

主には賦課徴収業務に係る通知の発送等の郵券料が主なものでございます。 

 中段にあります国保の運営に関する協議会経費ということで、２０万３,０００円ほど計上さ

せていただいております。主には、委員会の皆様方の出席の報酬及び費用弁償等々でございます。 

 それから、１１ページ下のところでございます。保険給付費、療養諸費の部分でございます。 

 まず、一般被保険者療養給付費でございますけれども、今年度５億２,４８２万１,０００円、

前年度と比較いたしまして１億４,３９１万円増額となっております。これは、昨日、平成

３１年度の補正予算のところで説明をさせていただきましたが、最近の給付の状況といたしまし

て、非常に高額の受診ケースがふえているというようなところから、令和２年度は増額が見込ま

れるということで、この金額を増額させていただいて、計上させていただいておるところでござ

います。 

 それから、その下の退職被保険者療養給付費につきましては、制度が終了いたしまして、対象

者もおられなくなったということでございますので、前年度と比較いたしまして９５万

２,０００円の減額となっております。 

 その下の一般被保険者の療養費、補装具等の給付状況につきましても、実績等々の見込みから

８７万７,０００円を計上させていただいておるところでございます。 

 続きまして、１２ページのほうに移っていただきたいと思います。 

 退職関係につきましては、前年度並みのところを載せさせていただいておりますのと、審査支

払手数料につきましては、本年度予算額１８６万１,０００円ということで、２８万円の増額と

なっております。こちらつきましては、令和２年度の国保連合会の審査支払手数料の単価改定が

行われました関係での増額ということでございます。 

 それから、続きまして、保険給付費の高額療養費でございます。一般被保険者の高額療養費、

こちらにつきましては今年度予算８,３１７万２,０００円ということで、前年度と比較いたしま

して２,７２９万円の増額、こちらも先ほど説明させていただきました一般療養給付費の増額の

影響により、高額部分をふやさせていただいております。 

 それから、続きまして、１３ページのほうをごらんをいただきたいと思います。 

 中段にあります出産育児諸費の出産育児一時金ということで、こちらについては例年どおりの

金額１６８万円、その下の葬祭費につきましても例年どおりの４５万円を計上させていただいて

おります。 

 それから、１４ページに行っていただきまして、国民健康保険事業費の納付金でございます。

医療費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、それぞれ島根県のほうに納付をしていく金額で

ございます。現在、吉賀町の医療給付自体は伸びている状況なんですけれども、令和２年度の算
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定につきましては平成３０年度の医療費をベースに県が算定のほうをし、令和２年度については

こういった金額を納めてくださいというような通知がありますので、平成３０年度につきまして

は吉賀町は医療費が比較的落ちついておったというような状況でございまして、一般被保険者の

医療費の給付分につきましては１億１,０７２万９,０００円ということで、前年よりも

１,８２４万１,０００円ほど減額というようなところで通知が来ておりますので、それとあと後

期分、介護分についてはそれぞれ増加をしておりますけれども、こちらにつきましては３０年度

実績に基づく県の算定について計上させていただいておるところでございます。令和２年度は、

この金額を納付していく予定でございます。 

 それから、１５ページのほうに行っていただきまして、中段にあります保健事業費の保健衛生

普及費でございます。こちらのほうでは、医療費の高騰を抑制するために、保険者として保健事

業に取り組む、保健衛生の普及を図っていかなければならないということで、昨年よりも４６万

７,０００円増額をいたしました４０６万３,０００円を計上させていただいておるところでござ

います。 

 健診に係ります通知やリーフレットの作成、あるいは昨年も実施をいたしましたＡＩ等々を活

用いたしました受診勧奨等を、引き続き今年度も国の１０分の１０事業を活用し、３４５万

６,０００円をかけて実施をしてまいりたいと思います。あわせまして、医療費に関する通知な

ども送らせていただく計画でございます。 

 それから、１５ページ下の段にあります特定健康診査事業費でございます。今年度６３２万

９,０００円ということで、２２万６,０００円減額をさせていただいております。内容といたし

ましては、右のほうにありますとおり、健診受診に係る医療機関との調整会議や健診の通知の郵

券料などと、１６ページのほうに行っていただきますと、健診関係の委託料と、がん検診を受診

された被保険者の方々への受診料の一部補助などを載せさせていただいておるところでございま

す。検診の受診人数の予定といたしましては、集団検診を４００人、医療機関での検診を

２００人、それから人間ドック９０人分を予定をしておるところでございます。 

 ちなみに、今年度、平成３１年度につきましては、受診率が過去最高となります５２.５％ま

で達しておるというような状況ですので、引き続き受診率の向上に向けた取り組みを実施してま

いりたいというふうに考えておるところでございます。 

 それから、あと主立ったものといたしましては、１７ページのところで予備費ということで、

昨年度よりも４６５万３,０００円増加をさせていただいた９６５万３,０００円というところで、

給付費の伸び等々の不測の事態に対応してまいりたいというふうに考えておるところでございま

す。 

 以上が歳出でございまして、続きまして歳入のほうでございます。予算書の５ページのほうを
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お開きをいただきたいと思います。 

 まず、国民健康保険税についてでございます。一般被保険者分と退職分とがございますけれど

も、退職分については制度が廃止になったということで、現年度分はございませんで、滞納分を

計上させていただいておるところでございます。 

 一般被保険者国民健康保険税につきましては、実質的には６月の段階で税率等々を設定をさせ

ていただき、修正をさせていただくことになると思いますが、当初予算の段階におきましては、

先ほど歳出のほうで説明をさせていただきました島根県への納付金をベースにしたところから必

要額のほうを算定し、今回計上させていただいておるところでございます。 

 そういったところから、今年度につきましては１億１,１１３万５,０００円、前年度よりも

６８万６,０００円減額という形での予算計上をさせていただいておるところでございます。各

区分ごとの状況については、右のところに記載をされているとおりでございます。 

 それから、６ページのほうに移っていただきまして、中段にございます国庫支出金の国庫補助

金、財政調整交付金の特別調整交付金ということで３７６万１,０００円計上しておりますけれ

ども、こちらにつきましては、主には先ほどＡＩを活用いたしました受診率向上の取り組みに対

する国の措置でございます。その部分を３７６万１,０００円計上させていただいております。 

 それから、６ページ一番下の県支出金、県負担金・補助金の保険給付費等交付金でございます。

６億６,７８４万１,０００円ということで、２億１,４９９万３,０００円の増額となっておりま

す。こちらにつきましては、先ほど歳出のほうで保険給付費部分の高額の診療等々が伸びている

部分を計上させていただきました。こちらの部分の金額が全額、県のほうから交付金という形で

町のほうに入ってまいるというものでございますので、こちらの金額のほうを計上させていただ

いております。 

 それから、７ページのほうに移っていただきまして、県からの特別交付金がございまして、保

険者の努力支援、健診受診率の向上であったり、徴収率の部分、そういったさまざまな取り組み

に対するインセンティブ報酬ということで交付されるものでございます。こちら２０８万

５,０００円を計上させていただいております。こちらについても、県の算定します納付金算定

資料、そちらのほうで用いられておる数字のほうを当初予算のほうに計上させていただいておる

ところでございます。 

 それから、その下の特別調整交付金分、市町村向けというところで４,４５３万２,０００円ご

ざいますけれども、これが先ほど連合会負担金及び既存システム改修分ということで、歳出予算

に計上させていただきました部分の県からの特別交付金として、今現在、交付が予定されており

ます部分を計上させていただいております。 

 それから、県からの繰入金ということでございますけれども、２号分ということで、今現在、
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納付金算定のときの算定資料に基づきまして、令和２年度につきましては７８８万４,０００円

が見込まれておりますので、こちらのほうを計上させていただいているのと、あと特定健診を実

施するに当たっての国・県の負担金がございますので、そちらの交付金として入ってくる部分

２３５万７,０００円を計上させていただいておるところでございます。 

 それから、７ページ下のほうに行きまして、他会計繰入金、一般会計からの繰入金でございま

す。こちらについては１億１,４９８万８,０００円ということで、前年度と比較いたしまして

４,９７５万９,０００円の増額となっております。主なものといたしましては、保険基盤の安定

繰入金ということで、実際、保険料を賦課させていただくわけですけれども、低所得者等々に対

しまして、それぞれ段階に応じて軽減を図っておりますので、その軽減に該当する部分を一般会

計のほうから繰り入れるということで、こちらにつきましては、現段階におきまして、平成

３１年度分の申請額３,６９１万１,０００円を計上させていただいておるものでございます。 

 それから、職員の給与費と、あと事務費等の物件費の部分を６,２１８万７,０００円計上させ

ていただいております。 

 あと、先ほど歳出で説明させていただきました出産育児一時金の部分、こちらのほうを３分の

２を一般会計から繰り入れることになりますので、こちらの金額を計上させていただいておりま

す。 

 それと、あと財政安定化支援事業の繰入金、こちら１,３８３万７,０００円、こちらも県納付

金算定資料のほうから、それに用いられました金額のほうを計上させていただいております。 

 一番下のところが福祉医療費助成費ということで、地域の単独事業であります福祉医療をやる

ことによって保険給付の伸びに影響している部分、こちらは県の事業でございますので、その影

響分について県から助成金という形で９３万２,０００円が入ってまいります予定でございます

ので、こちらのほうを計上させていただいております。 

 そういった状況で、今年度、医療給付費のほうは伸びておるわけなんですけれども、基金繰り

入れのほうにつきましては実施をせずに、今年度は現段階においてはゼロ円ということで、昨年

度と比較いたしますと１,０００万円の減額という状況でございます。 

 大変早足で説明をさせていただきましたが、以上で国保会計の詳細説明とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。２番、三浦議員。 

○議員（２番 三浦 浩明君）  参考資料の１１６ページに、徴収率と滞納繰越分等がありますが、

繰越分が２２.６６ということで、ずっと繰り越されているんじゃないかと思いますけど、こう

いった方が、先ほど県としての対応もありますけど、大体どういった方が滞納されているという
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ことですかね。若い方か、そうでなしに高齢者の方とか、いろいろあると思いますけど。 

 それと、今後、前に言ったかもしれませんけど、人口減少、高齢化に伴い、また収支について

も大変厳しいものになると思いますけど、今後のそうしたところの徴収部分の滞納率を含めて、

そういった予想が考えられると思うんですけど、予想するところをお聞きします。 

○議長（安永 友行君）  永田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  滞納繰越分徴収率２２.６６％ということで、こちらにつきま

しては、今、当然滞納の解消に向けたところで、いろいろと監査委員、あるいは決算委員会のほ

うからの御指摘等々いただいておるところでございまして、徴収率の向上に向けて、それぞれ担

当が滞納世帯のほうを回らせていただきまして、計画的に納付し、滞納を解消していただくよう

に努めておるところでございます。 

 まだ、３１年度の状況についてはまだ把握をしておりませんが、当然、我々保健福祉課だけで

はなく、ほかの税務住民課のほうとも協力をしながら、債権共同徴収委員会等々で調整を図りな

がら、取り組みを進めておるところでございます。 

 そういったところから、滞納者の状況、年齢的な部分とかという部分につきましては、申しわ

けございません、今、資料は持ち合わせておりませんので、一般的な年齢構成とか平均年齢とか、

そういった部分についてはまた後ほど回答させていただきたいというふうに思っております。 

 それと、今後に向けてということでございますけれども、被保険者数については減少してきて

おります。そういったところから、給付費は先ほど説明したとおり伸びているというような状況

で、現行の単独保険者で運営していく場合においては、皆様方に非常に多くの負担を強いていく

ことになろうかと思いますけれども、ただ平成３０年度に島根県への都道府県化が行われており

ますので、そういったところから、保険基盤としては、今後、被保険者は減ってくるんですけれ

ども、単独保険者で運営をしていくよりもそういった広域化を図ることによって、被保険者数の

リスクの分担というところが出てくるというふうに感じておりますので、今後に向けては、そこ

に向けて保険料の統一等々の必要性は出てくるんですけれども、それが図られたことによって、

今後は安定した運営等々がなされていくのではないかといったところで、さほど単独保険者で運

営をするほど、個々の被保険者の方々の負担については抑制が図られてくるのではないかという

形で、保健福祉課としては考えておるところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、日程第３、議案第２３号令和２年度吉賀町国

民健康保険事業特別会計予算の質疑は保留して、次に行きます。 

────────────・────・──────────── 
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日程第４．議案第２４号 

○議長（安永 友行君）  日程第４、議案第２４号令和２年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別

会計予算を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして議案第２４号令和２年度吉賀町後期高齢者医療保

険事業特別会計予算でございます。 

 令和２年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算でございます。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億

４,６３８万６,０００円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

 令和２年３月３日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １ページ、第１表歳入歳出予算でございます。まず、歳入でございます。 

 款１後期高齢者医療保険料、項１後期高齢者医療保険料６,２１３万９,０００円、款２使用料

及び手数料、項１手数料９,０００円、款４繰入金、項１一般会計繰入金１億８,２３１万

７,０００円、款５繰越金、項１繰越金１,０００円、款６諸収入、項１延滞金加算金及び過料

３,０００円、２償還金及び還付加算金９万９,０００円、５雑入１１１万８,０００円、款７分

担金及び負担金、項２負担金７０万円、これに伴います歳入合計は２億４,６３８万６,０００円

でございます。 

 ２ページは歳出でございます。 

 款１総務費、項１総務管理費２５３万円、款２後期高齢者医療広域連合納付金、項１後期高齢

者医療広域連合納付金２億４,３７４万２,０００円、款３諸支出金、項１償還金及び還付加算金

１０万円、款４予備費、項１予備費１万４,０００円、これに伴う歳出合計も２億４,６３８万

６,０００円でございます。 

 ３ページの事項別明細書以降につきましては、保健福祉課長のほうから御説明申し上げますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。永田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  それでは、議案第２４号令和２年度吉賀町後期高齢者医療保険

事業特別会計予算の詳細説明をさせていただきます。 

 予算書の８ページをお開きいただきたいと思います。 

 まず、歳出でございます。 

 総務費、総務管理費の一般管理費でございます。本年度予算額２５３万円で、前年度と比較い

たしまして６８４万４,０００円の減額でございます。主な減額理由といたしましては、先ほど
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国保会計のところで説明させていただきました、１名分、人件費を国保会計に移した部分の影響

が大きいものというふうに考えておるところでございます。 

 それで、まず００２一般管理事務費でございますけれども、旅費、消耗品、通信運搬費、使用

料等を計上させていただいておるところでございます。大きいものといたしましては通信運搬費

がございまして、後期高齢者のいろいろなお知らせの通知費用でありますとか、１年に１回、被

保険者証の更新がございますので、この部分に必要な郵券料５９万８,０００円を計上させてい

ただいておるものでございます。 

 続きまして、００３の健診事業費でございます。こちらのほうにつきましては、検診に関する

御案内用の郵券料の１８万６,０００円でありますとか、それから検診の委託料ということで、

個別・集団検診部分ということで、９４万４,０００円を計上させていただいておるところでご

ざいます。人数的なところを申し上げますと、検診費用ということで、一応８０人分を計上させ

ていただいておるものでございます。 

 それから、その下の人間ドック助成でございます。通常の人間ドックと、あと脳ドックをそれ

ぞれ助成のほうを計画しておりまして、こちらのほうを７０万円ほど、人間ドック分が１５名分、

脳ドックが１０名分をそれぞれ計上させていただいておるところでございます。 

 続きまして、中段にあります後期高齢者医療広域連合への納付金でございます。広域連合への

納付金につきましては、被保険者の皆様方からいただく保険料、それから町が負担をいたします

基盤安定の負担金、それから広域連合の事務費、療養給付費がございますけれども、こちらのほ

うを合わせまして令和２年度は２億４,３７４万２,０００円ということで、１,７５４万

６,０００円の増額となっております。 

 主立ったものといたしましては、後期の高齢者の方々の医療費が全県的に伸びているというよ

うなところから、今回、納付金の増額というようなところと、あとあわせまして、令和２年度、

３年度においては保険料率の改定もございます関係で、そういったところから納付金のほうが前

年と比べて伸びているというような状況にございます。 

 それから、その下の保険料還付金でございますけれども、こちらにつきましては過年度分等々

でいただいた部分、こちらの部分で所得更正等々あった場合に、過年度分をお返しするのに必要

な部分を１０万円計上させていただいておるものでございます。 

 それから、９ページのところにつきましては、余剰となります財源部分を今年度１万

４,０００円ほど予備費ということで計上させていただいております。 

 歳出については以上でございまして、続きまして歳入でございます。５ページをお開きいただ

きたいと思います。 

 後期高齢者の医療保険料でございます。保険料につきましては、特別徴収分と普通徴収分がご
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ざいまして、広域連合のほうから算定されて示されました資料を今現在の吉賀町の割合を乗じた

形で案分をし、計上させていただいております。特別徴収については５,２７５万円ということ

で、前年度よりも８５１万３,０００円の増、普通徴収保険料については９３８万９,０００円、

１６７万２,０００円の増額でございます。こちらを合わせて１,０１８万５,０００円の増額と

なっております。 

 こちらについては、令和２年度、３年度のところで、現行の保険料でございますけれども、低

所得者対策ということで軽減措置がとられておりましたけれども、そちらのほうの見直しがされ

まして、軽減部分が少なくなってくるというようなところから、被保険者の方々からいただく保

険料がふえる部分もあり、なおかつ保険料には均等割額と所得割額がございますけれども、そち

らの部分が令和２年度から、均等割額で７,２００円増額となります年間が５万６４０円、ある

一定程度所得がある方に納めていただく所得割の率につきましても、現行８.２５％から

９.５５％に改定がされるというようなところで、今回、後期高齢者の方々の保険料が増加とな

っているのが主な理由でございます。 

 続きまして、５ページ下の繰入金、一般会計からの繰入金の部分でございます。事務費部分の

繰入金ということで、７１万４,０００円を繰り入れさせていただくものでございます。主には、

事務費と健診部分の経費に充てさせていただくものでございます。 

 それから、後期高齢者広域連合のほうに納めます保険基盤安定繰入金ということで、こちらの

ほうを４,００４万４,０００円で、前年度よりも５０７万１,０００円増額ということで計上さ

せていただいております。 

 それから、続いて、事務費部分の繰出金ということで、こちらは広域連合に納める事務費部分

ということで、７６９万２,０００円を計上させていただいております。 

 それから、こちらは療養給付費の広域連合への納付分ということで、１億３,３８６万

７,０００円、こちらも２３７万５,０００円の増額でございます。 

 その下にあります職員給与費の繰入金については、全額国保会計のほうに移しましたので、こ

の部分が今年度は不要となってまいります。 

 先ほど、歳出のほうで、６ページにあります保険料の還付金ですけれども、歳出のほうで過年

度分の保険料還付金、こちらのほう計上させていただきましたものを、同額広域連合から返還を

してもらって、それをお返しするという流れになりますので、同額を計上させていただいておる

ところでございます。 

 それと、６ページ下のところで、健康診査に係る部分につきましては、広域連合負担金部分を

１１１万６,０００円ほど計上させていただいておるところでございます。 

 以上が後期高齢者医療保険事業の予算概要でございます。詳細説明でございます。よろしくお
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願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  よろしいです。（「はい」と呼ぶ者あり）質疑がないようです。日程第

４、議案第２４号令和２年度吉賀町後期高齢者医療保険事業特別会計予算の質疑は保留をしてお

きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第２５号 

○議長（安永 友行君）  日程第５、議案第２５号令和２年度吉賀町介護保険事業特別会計予算を

議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして議案第２５号令和２年度吉賀町介護保険事業特別

会計予算でございます。 

 令和２年度吉賀町介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１億６,０６１万５,０００円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」によ

る。 

 歳出予算の流用。 

 第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）保険給付費の各項に計上した予算に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの

経費の各項間の流用。 

 令和２年３月３日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １ページは、第１表の歳入歳出予算でございます。まず、歳入でございます。款１保険料項

１介護保険料１億７８２４万円、款２使用料及び手数料項１手数料１万１,０００円、款３国庫

支出金項１国庫負担金１億７,６２８万６,０００円、２国庫補助金１億３,１４３万３,０００円、

款４支払基金交付金項１支払基金交付金２億９,０６５万８,０００円、款５県支出金項１県負担

金１億６,０２７万円、３県補助金８０６万３,０００円、款６財産収入項１財産運用収入

１,０００円、款７繰入金項１他会計繰入金２億１,２４２万７,０００円、款８繰越金項１繰越

金１,０００円、款９諸収入項１延滞金及び過料２,０００円、２雑入３２２万３,０００円、こ



- 120 - 

れに伴います歳入合計１１億６,０６１万５,０００円でございます。 

 続いて２ページ、歳出でございます。款１総務費項１総務管理費４,６４６万９,０００円、

３介護認定審査会費１,５１４万８,０００円、款２保険給付費項１介護サービス等諸費９億

１,２０６万５,０００円、２介護予防サービス等諸費２,５５３万８,０００円、３その他諸費

８５万２,０００円、４高額介護サービス等費３,０７０万４,０００円、７特定入所者介護サー

ビス等費６,３０６万９,０００円、１０高額医療合算介護サービス等費３３４万２,０００円、

款４基金積立金項１基金積立金１,０００円、款５地域支援事業費項１介護予防・生活支援サー

ビス事業費２,９０５万７,０００円、２一般介護予防事業費１,１７５万５,０００円、３包括的

支援事業・任意事業費２,２３１万５,０００円、５その他諸費１４万６,０００円、款６諸支出

金項１償還金及び還付加算金１０万２,０００円、款７予備費項１予備費５万２,０００円、これ

に伴います歳出合計も１１億６,０６１万５,０００円でございます。 

 ３ページの事項別明細書以降につきましては、保健福祉課長のほうから御説明申し上げますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。永田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  それでは、議案第２５号令和２年度吉賀町介護保険事業特別会

計の詳細説明をさせていただきます。 

 予算書の９ページをお開きください。 

 まず、歳出からでございます。 

 総務費、総務管理費の一般管理費でございます。本年度予算額が４,６４６万９,０００円とい

うことで、前年度と比較いたしまして６５０万３,０００円の増額でございます。主な理由とい

たしましては、平成３１年度当初予算におきましては、人事異動の関係等々によりまして、介護

１名体制の人件費を計上しておりましたけれども、中途に体制変更のほうを行いまして、令和

２年度は２名分の人件費を計上させていただいておりますので、その部分で増額となっておりま

す。 

 それから、００２一般管理事務費でございます。令和２年度は、第７期計画最終年ということ

で、第８期計画の策定を進めるということで、いきいきまちづくり計画の策定委員会、こちらの

ほうを例年よりも増して３回開催させていただきたいというような予算を計上させていただいて

おるところでございます。 

 それと、あと普通旅費の関係でございますけれども、３１万４,０００円、令和２年度８期計

画策定というようなところで、担当者会議等々の開催がふえていくというようなところで、松江

旅費等々を中心といたしまして３１万４,０００円計上させていただいておるところでございま

す。 
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 それから、業務運営の関係委託料といたしましては、市町村に設置が求められております地域

包括支援センターの、こちらのほうを社会福祉協議会のほうに運営委託をしておりますので、そ

こに必要な経費１,９２５万４,０００円を計上させていただいております。 

 あと、システムの保守、改修等々、法改正、制度改正等々、それとあとシステムの保守の関係

で、それぞれ必要経費を２７３万円と１３２万円計上させていただいております。 

 それと、令和２年度新たに調査分析委託料ということで９３万５,０００円、こちらにつきま

しては、介護給付費の適正化に対応するために必要な部分として、そういったケアプラン点検も

実施をされる業者のほうに委託するというようなところも計画として持っておりますので、そち

らに必要な経費ということで９３万５,０００円を計上させていただいておるものでございます。 

 それから、あとは例年どおりのソフトウエアの保守の負担金、システム開発の負担金、国保連

合会の支払い分の予算を計上させておるものでございます。 

 続きまして、１０ページのほうをごらんをいただきたいと思います。 

 中段にあります総務費の介護認定審査会費の認定調査費でございます。１,５１４万

８,０００円を計上させていただきまして、前年度よりも３５１万２,０００円増加とさせていた

だいております。こちらにつきましては、昨日報告させていただきました直営によります要介護

認定調査の体制を強化させていただくということで、会計年度任用職員を２名体制とさせていた

だき、その関係で金額のほうが増加をしてきておるものでございます。 

 それと、真ん中のほうにあります業務運営関係の委託料ということで、認定者数については増

加傾向にあるというようなところから、そういったところで主治医の意見書の作成料等々につい

ても増加が見込まれるということで、そういった部分の増加。それから、審査件数についても増

加をしてくるということがありまして、益田の広域市町村圏事務組合のほうに負担金として支払

っております。認定審査会の負担金、こちらについても６１０万５,０００円というような金額

を計上させていただいておるところでございます。 

 それから、下のところに行きまして、保険給付費でございます。２月２８日の全員協議会、あ

るいは昨日のところでも御説明をさせていただきました給付費については、令和２年度について

も伸びが見込まれるというようなところから、居宅介護サービス費部分、主に在宅で利用される

部分でございますけれども、こちらについても令和２年度１億４,８８４万２,０００円というこ

とで、３８４万２,０００円増額をさせていただいております。 

 ただ、こちらについては、先ほどの適正化事業等々の関係によりまして、想定される部分から

１％の適正化を図っていきたいということで、こちらの金額のほうを計上させていただいておる

ところでございます。 

 それから、１１ページのところでございます。 
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 最近の傾向といたしまして、２番目にございます地域密着型介護サービス給付費、こちらのほ

うも現在伸びておる状況でございますので、１億７,９７２万６,０００円ということで、

１７２万６,０００円増額とさせていただいております。こちらにつきましても先ほどの居宅

サービス費部分と同様に、１％の減額を適正化により図っていきたいというふうに考えておりま

す。 

 中段にあります５番目の施設介護サービス給付費、こちらについては３,９４４万４,０００円

の増額の５億５,３４４万４,０００円計上させていただいております。こちらのほうにつきまし

ても、適正化等々実施することによって１％の減額を達成してまいりたいというふうに考えてお

るところでございます。 

 それから、１２ページのほうをごらんをいただきたいと思います。 

 最近の傾向のところで、居宅での住宅改修費の部分については、減少傾向にあるというような

ところから１２７万８,０００円ということで、１８９万２,０００円前年度と比較して減額をさ

せていただいておりますが、その下の認定者数についてはふえているというようなところがあり、

適正化は図っていきますけれども、実際そこを支援するケアプラン計画の作成料については、増

加をしていくだろうというようなところから、来年度は１４８万９,０００円増額となります

２,７９７万２,０００円を計上させていただいておるところでございます。 

 それから、下のところでございます。介護予防サービス費のほうに移らせていただきまして、

こちらについては３１１万１,０００円増額の１,８６６万１,０００円ということで、こちらの

ほうも適正化によりまして１％の減を図ってまいりたいというふうに考えておるところでござい

ます。 

 それから、１３ページのほうに移っていただきまして、特徴的なところといたしましては、や

はり要支援の認定者につきましても増加傾向にあるというようなところでございます。適正化を

図りつつでもありますが、要支援の方々のケアプランの部分の作成費も若干増加するのではない

かということで、下から２番目のところの介護予防サービス計画給付費４０５万４,０００円、

１６万６,０００円を増額をさせていただいておるところでございます。 

 それから、１４ページのところでございます。保険給付費の審査支払手数料、適正化を図りつ

つも件数的なところは上昇で推移するのではないかというようなところで、審査支払手数料につ

きましても６万７,０００円の増額の８５万２,０００円という状況でございます。 

 それから、一番下のところでございます。施設サービス費等々、サービスについては増加が見

込まれるということで、関連をいたします高額介護サービス費につきましても今年度と比較いた

しまして６１９万２,０００円増額をさせていただき、３,０６９万２,０００円で計上させてい

ただいておるところでございます。 
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 それから、１５ページのほうに行きまして、保険給付費の特定入所者介護サービス費でござい

ます。いわゆる施設を利用された際の補足給付の部分でございますけれども、こちらも高額と同

様施設サービス系の伸びが想定されるというところで、前年度と比較いたしまして５４２万

６,０００円増額をいたしました６,３０６万６,０００円を計上させていただいております。 

 それから、１５ページの一番下のところ、介護サービス費と医療費、こちらの合算した負担額

が基準を超えた方々に対してお返しをする高額医療合算介護サービス費、こちらにつきましても

現在給付が伸びておる状況でございますので、今年度と比較し１０４万１,０００円増額の

３３４万１,０００円を計上させていただいております。 

 それから、１６ページのほうに移っていただきまして、いわゆる町のほうで実施をしておりま

す地域支援事業の関係で、介護予防・生活支援サービスでございます。こちらにつきましては、

いわゆる要介護認定を受けずにチェックリストのみでホームヘルプサービスや通所介護サービス

が受けられるサービスでございますが、こちらのほうにつきましては令和元年度の実績等々から

算定をいたしまして、前年度と比較し２１２万円の減額の２,６２１万円を計上させていただい

ておるところでございます。 

 それに関連をいたしまして、その下の介護予防ケアマネジメント事業についても３５万

５,０００円の減額が見込まれるというところから、２８４万７,０００円を計上させていただい

ておるものでございます。 

 １７ページに移っていただきまして、地域支援事業の一般介護予防事業費でございます。介護

予防普及啓発事業ということで、こちらにつきましては、前年度と比較いたしまして５６３万

５,０００円減額をさせていただき、２２６万７,０００円を計上させていただいております。こ

ちらにつきましては、昨年までは主に百歳体操でありますとか、からだ爽快教室、骨折転倒予防

教室等々といった介護予防事業のほう、こちらのほうに計上しておりましたが、後ほど出てまい

ります地域リハビリテーション活動支援事業のほうに集約をさせていただきまして、その関係で、

事業が移った関係でこちらのほうを減額というような理由となっております。そういったところ

から引き続き地域リハビリテーション活動支援事業のほうで介護予防事業のほうの充実強化を図

っていくという形に変更させていただいておるものでございます。 

 それから、２番目の地域住民グループ支援事業費につきましては、こちらのほうにつきまして

は、ふれあいサロンのほうの事業をこちらのほうで対応させていただくということで、１５５万

５,０００円を計上させていただいております。 

 その下の地域リハビリテーション活動支援事業、こちらのほうを前年度と比較し、６７６万

５,０００円増額の７９３万３,０００円ということで、百歳体操とか、からだ爽快教室、骨折転

倒予防教室、それから、今後の御自分の介護をどうされたいかというようなところも含めたアド
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バンスケアプランニングの取り組みも同時に進めていき、あと従来の部分とあわせて若返り学校

などの取り組みもこちらのほうに移して、介護予防事業の充実を図り、給付の抑制と健康づくり

等々あわせて実現を図ってまいりたいということで、令和２年度は取り組んでまいりたいという

ふうに考えております。 

 それから、続きまして、下の総合相談事業、こちらのほうにつきましては、地域包括支援セン

ターのほうで、高齢者の地域で自立生活の実現をサポートするための取り組みをお願いをするの

と、１８ページに行きましては１５０万円ほどで権利擁護事業ということで、虐待対応でありま

すとか、成年後見制度等々といった高齢者の方々を中心とした権利擁護の取り組みを進めていっ

ていただくということと、それからその下の包括的・継続的ケアマネジメント事業、特定の職種

だけではなく、さまざまな職種の連携と相互の協働によりいわゆる地域包括ケアの理念を実現し

ていくための取り組みを進めていくといったところで、そういった中で実際ケアマネの支援であ

りますとか、地域ケア会議等々を開催をしていく部分の委託経費を１８０万円計上しておるもの

でございます。 

 それから、その下の任意事業費につきましては、右側に記載をしている前年度と比較し１３万

５,０００円増額の９１２万８,０００円の予算を計上させていただいております。こちらにつき

ましては、食の自立支援事業ということで７０１万７,０００円、これは配食サービスでござい

ます。それと、認知症介護者の会の方々の部分の委託料と、それから認知症見守り事業、キャラ

バンメイト、あるいは認知症サポーターの養成事業等々の委託部分ということで５万

５,０００円上げさせていただいております。 

 それと、認知症対応型共同生活介護支援事業ということで、グループホーム利用者の方々の、

低所得者の利用者の方々の家賃助成ということで１８８万５,０００円を計上させていただいて

おるものでございます。 

 それと、生活支援体制整備事業ということで、こちらのほうも地域の支え合いの体制づくり、

新たな独自メニューの開発等々、それから生活支援のコーディネーターの配置というようなとこ

ろで、社会福祉協議会のほうに７１７万９,０００円ほどの委託料を計上させていただいており

ます。 

 それから、１９ページに移っていただきまして、在宅医療と介護連携の推進というところにつ

きましては、こちら８万円ということで前年度と同額で、いわゆる医療と介護の連携を図るため

の連携ツールの作成でありますとか、そういったところの対応を行っていく計画でございます。 

 それから、認知症総合支援事業費ということで、こちらにつきましては初期の認知症の方々を

支える仕組みづくりということで、認知症初期集中支援チーム、こちらのほうに会議に必要な経

費、あるいはチームの方々の研修に必要な経費等々の部分を計上させていただいておるところで
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ございます。 

 そういった状況で進めさせていただきますが、令和２年度につきましては、保険料引き上げ

等々もさせていただく関係で、財源的な余裕がないというようなところで、予備費の部分につき

ましては、当初予算においては５万２,０００円を計上させていただいておる内容となっており

ます。 

 歳出は以上でございまして、続きまして歳入……。 

○議長（安永 友行君）  課長、歳入は５分ほど休んでやろう。 

 介護保険事業会計の途中ですが、歳入は５分休憩後に行います。休憩します。５分間。 

午前11時24分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時32分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは休憩前に引き続き会議を再開します。 

 介護保険事業特別会計の予算の歳入のほうの説明が残っておりますので、歳入の説明をします。

永田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  それでは、引き続きまして歳入のほうの説明をさせていただき

ます。 

 予算書の５ページのほうをお開きいただきたと思います。 

 歳入の介護保険の第１号被保険者保険料でございます。こちらにつきましては１０９万

２,０００円の前年度と比較しての増額で、１億７,８２４万円を計上させていただいております。 

 昨日のところで、介護保険料の条例改正を提案をさせていただいております。その影響部分と

いうことで１０９万２,０００円ということでございますけれども、介護保険料につきましては、

昨日、説明させていただきましたとおり低所得者の方々には軽減措置がかかってまいりますので、

その部分について後ほど繰入金という形で合わせた部分が、今回の改定の部分の影響となってま

いるものでございます。ということで、軽減がかかってまいりますので、改定を行っても予算上

では１０９万２,０００円の増額になるのではないかというふうに、保健福祉課のほうでは考え

ておるところでございます。 

 続きまして、中段にあります国庫支出金、国庫負担金の介護給付費負担金でございます、

９６６万５,０００円前年度と比較しての増額で、１億７,６２８万６,０００円でございます。

こちらのつきましては、法定負担割合の２０％分、施設分については１５％分をそれぞれの給付

費に乗じたものを計上させていただいております。 

 それから、国庫支出金の国庫補助金の調整交付金から、３番目の地域支援事業交付金、こちら

につきましても、それぞれ給付費に対しまして法定負担割合を乗じたものを掲げておりまして、



- 126 - 

給付費が伸びている部分、増額となっているような状況でございます。 

 それから、６ページのほうに移っていただきまして、保険者機能強化推進交付金、インセンテ

ィブ交付金の部分につきましては、こちらのほうにつきましては３１年度の金額をベースとした

９８万８,０００円を計上させていただいておるものでございます。 

 それから、支払基金の交付金でございますが、そこの部分から次の県支出金、それと県補助金

の６ページと一緒のところまでは、それぞれ歳出のほうの給付費の部分に法定負担割合を乗じた

ものを計上させていただいておるものでございます。 

 ７ページに移っていただきまして、一般会計からの繰入金でございます。前年度と比較いたし

まして２,４９６万９,０００円増の２億１,２４２万７,０００円でございます。右側にあります

節の３番目の介護給付費繰入金から地域支援事業繰入金までは、それぞれの法定負担割合を乗じ

たものを計上させていただいております。 

 以下につきましては、総務費のほうにあります職員給与費や事務費の繰入金等々を計上させて

いただいております。 

 ６番目のその他操入のところにつきましては、職の自立支援事業の自己負担部分以外の部分を

一般会計から繰り入れをさせていただいているところと、７番目にございます低所得者保険料軽

減負担金ということで、低所得者の方々の消費税１０％の引き上げ部分の軽減影響部分が、現状

の率で算定をいたしますと１,０２９万４,０００円ございますので、この部分を一般会計のほう

から繰り入れをさせていただくというような内容となっております。 

 それから、８ページのほうに移っていただきますと、本年度保険料等々を上げさせていただく

関係で、前年度は当初予算のところで３１１万８,０００円基金繰り入れを行いましたけれども、

令和２年度は、基金繰り入れは行わない計画で予算計上をさせていただいているところでござい

ます。 

 ８ページの一番下にあります雑入のところの３２２万円、前年度と比較いたしまして１７万

７,０００円の増でございますけれども、こちらのほうにつきましては任意事業の負担金という

ことで、いわゆる配食サービスを利用される方々の自己負担部分をこちらのほうに受け入れさせ

ていただく内容となっております。 

 以上が、介護保険当初予算の詳細説明でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。６番、大多和議員。 

○議員（６番 大多和安一君）  予算書９ページの保健福祉課の人件費、０１４０００の００１人

件費の時間外勤務手当が７４万７,０００円と計上されております。保健福祉課はこの会計だけ

でなく、一般会計とかほかの会計も混同しておられるんで大変だと思いますが、後ろの給与費明
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細を見ますと、１人ふやしたということで、その分が今年度は３級だったのが、今度５級担当の

職員も１人こちらのほうでカウントするという執行になっているようですが、それにしても時間

外勤務手当が、昨年１９万９,０００円から、ことし７４万７,０００円で、５４万８,０００円、

単純に昨年の倍かと思ったらそうでないということは、職員の俸給で違うというのはわかります

が、この時間外について今回算定される際に、一体、何時間ぐらいを想定されて、この時間外手

当を算定されたのか。 

 また、今、政府は働き方改革を唱える中で、時間外勤務手当を算定するに当たって、どのよう

にされたのか、働き方改革をどのようにこれの中に入れたのかを、その基本的な考え方をお尋ね

いたします。 

○議長（安永 友行君）  野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  これは、この会計ということではなくて、今回の特別会計、それか

ら一般会計共通した一つの最初のルールとして、時間外の捉まえ方ですけれども、給料総額の

７％をまず基準として時間外を算出をさせていただいているということです。 

 ただし、各課、各係といいますか、それぞれいろいろな事業を抱えておりますので、どうして

も時間外が発生せざるを得ない、そうした事業を抱えている課もあります。そうしたところでは、

さらに７％を１０％というところまで見ていくという、基本的にはこういう考え方で時間外の金

額の設定については、予算の編成作業を進めてきたというところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ほかにございませんか。５番、中田議員。 

○議員（５番 中田  元君）  １２ページなんですが、８番の居宅介護住宅改修費というのが

１８９万２,０００円の減額となっておりますが、介護の給付費がふえているのと関連しておる

かもわかりませんが、結局、在宅介護というのが少なくなったから、こういうふうな状態になっ

ておる。今まで改修費がほとんど済んだからということもあるかもわかりませんが、その辺のと

ころをお聞きします。 

 それから、もう１点、１７ページですが、介護予防で目の２ですが、５６３万５,０００円が

減額になっております。給付費がふえておって、それから実際にはこの介護予防をしっかりやら

なければいけない状況ではないかと思いますが、５６３万５,０００円の減額ということが、先

ほど課長のほうから「百歳体操」の項目をどうとかということがちょっとありましたけど、その

ことが収入のほうで話されるということがありましたが、私の耳に入りませんでしたので、その

辺のことが関連するのかどうかわかりませんが、私から見れば、この介護予防というものが大幅

な減額というのは、ちょっと腑に落ちないような気がするわけですが、その辺のところをお伺い

いたしたいと思います。 

○議長（安永 友行君）  永田保健福祉課長。 
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○保健福祉課長（永田 英樹君）  後段の質問のほうから、介護予防事業、介護予防普及啓発事業

費５６３万５,０００円減額させていただいた部分につきましては、昨年まではこちらのほうに

計上させていただいておりました各種介護予防教室の経費について、こちらのほうから、その

２段下にあります地域リハビリテーション活動支援事業費、こちらのほうに科目のほうを移させ

ていただきまして、こちらのほうを６７６万５,０００円増額をさせていただく形で、組み替え

をさせていただいたというものでございますので、介護予防事業各種教室等々をやめるわけでは

なく、こちらのほうに移させていただいて充実強化を図っていこうという形で、令和２年度は取

り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、金額的なところにつきましては、そうい

った形となっておりますので、こちらのほうに地域リハビリテーション活動支援事業費のほうに

集約をさせていただいたというところでございます。 

 それと、住宅改修費の減額ということで、確かに施設利用の傾向が強まっておるというような

ところで、在宅サービスを利用されている方については、減少傾向にはあるというふうには考え

ておるところでございますけれども、住宅改修費については、ここ数年来比較的増加をしており

ました。と言いますのが、受領委任払い制度が始まりまして、以前は２０万円ほど一旦、立てか

えて、それからあとから保険でかえってくるというような仕組みだったんですけれども、基本的

には受領委任払い制度が導入されたことによりまして、負担がもう１割のマックス２万円までで

済むようになりましたので、より利用がしやすくなったというようなところで、一時期そういっ

た要因から給付のほうは伸びておったところなんですけれども、ある程度改修が必要になった

方々に行き渡ったといいますか、そういったところで最近の傾向といたしまして、要介護認定を

受けた方の住宅改修部分については減少傾向にあると、給付がちょっと少なくなってきていると

いうようなところを見込みまして、今回、当初予算のほうを計上させていただいたというような

計上内容となっておりますので、決して、必要がないというそういうことではないというふうに

は思っております。 

○議長（安永 友行君）  ５番、中田議員。 

○議員（５番 中田  元君）  それでは、結局、今の５６３万５,０００円そのまんまそっくり

地域リハビリが６７６万５,０００円ふえておるということで、一応、それに全額回ったとみれ

ばいいということですね。 

 それと、もう１点、その上の地域住民グループ支援事業費というのがありますが、ふれあいサ

ロンと言われまして、これもちょっと減額が４５万４,０００円ということで、先ほど言ったよ

うに、これも介護予防にはかなり貢献しておるんではなかろうかと思いますが、この４５万

４,０００円の減額というのは社協のほうでこれやっておりますけど、そういうふうな減額要求

ちゅうのもおかしいですが、落としたのか、それとも査定のほうで落とされたのか、その辺の原
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因のことを一つお伺いします。 

○議長（安永 友行君）  永田保健福祉課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  お答えをさせていただきます。 

 昨年と比べまして事業費については減額をさせていただいております。そこの部分につきまし

ては、こちらのほうから査定という形ではなくて、来年度のサロンの研修のあり方とかリーダー

さんの育成の方法について、社協さんのほうが平成３１年度から事業内容の変更をされたという

ようなところで、サロンリーダーの育成の研修会の講師を確保する費用でありますとか、そうい

った部分のところで前年度と比較して、不用額が出てきたというようなところから、今年度事業

費について減額をさせていただいたということで、サロン活動については、引き続き実施をして

いただくということでお願いをしたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ３番、桜下議員。 

○議員（３番 桜下 善博君）  介護保険も含めて質問をしたいんですが、国保は３９.５％の伸

び、後期高齢者も４.５％の伸び、介護保険も５.９４％の予算が全て伸びて増額になっておりま

すが、介護保険も含めて給付費はふえる、しかし保険者は減る、したがって一般会計からの繰り

入れがますますふえるという傾向が、この先もずっと続くと思うんですよ。 

 先ほど課長から説明がありましたが、国保については大きい病気をされる方がおられるとか言

われましたが、確かに介護予防も含めていろいろ頑張っているとは思いますが、給付費はふえる、

保険者は減る、一般会計からの繰り入れはふえるという傾向が当分続きますので、課長が悪いと

か言うんじゃなしに、頑張っておると思いますが、やっぱり何かこの辺で大きい転換と言いまし

ょうか、何かやらないと、この傾向はずっと続くんですが、一般質問になるようで申しわけない

んですけど、何か課長あれば、ちょっとお聞きしたいんですが。 

○議長（安永 友行君）  永田課長。 

○保健福祉課長（永田 英樹君）  御指摘のとおり給付費については、今後も増加が見込まれるの

ではないかなというふうに思っております。 

 そういった中で、そこをどのように対応していくかということでございますけれども、医療費

については、やはり今年度、平成３１年度に特定健診の受診率が５２.５％ということになって

いったというようなところがありますので、やはりそういった部分での危機感を持って１年間取

り組みをしてきた成果が出たかなというふうに思っております。そういったところで、令和２年

度以降についても、引き続き受診率向上に向けた部分のところを取り組みをしていきたいなとい

うふうに思っておるところでございます。 

 それと、そういったところで、まず、医療費の抑制につなげていきたいなというふうに考えて

おります。ただ、やはり個別、介護の部分についても介護予防という形で取り組みを進めていき
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たいなと思っているんですけれども、これまでの反省を踏まえますと、やはり健康づくりは健康

づくり、介護予防は介護予防というような形の連携が十分にとれていなかったのではないかなと

いうふうに見ております。当然、同じ部署内でやっておるにもかかわらず、そういった健康づく

りと介護予防の一体的な取り組み、国のほうは今進めておるところではあるんですけれども、な

かなか町として果たしてそれができていたのかどうなのかというようなところは、十分に反省す

べき部分があろうと思いますので、今後に向けては、そういった一体的な取り組みをしつつ

６５歳以上の方々の健康づくり、それから平均自立期間を延ばすような取り組みを、ここにつき

ましては、今回、令和２年度が８期計画の策定になりますので、そういったところの中でこれま

では縦割り的な計画の立て方だったと思いますけれども、そこの部分を横断的な連携がとれるよ

うな形の計画に変えていかなければならないなと、それは町だけではなくて、やはり病院さんに

も社協さんにもさまざまな事業者の方々に御協力願って、いろんな部署の方々が連携する取り組

みの中で実現していくべきものではないかなというようなところを考えております。 

 あと、合わせまして財政基盤的にも非常に人口減少も進んでいき、高齢化も進んでおる状況の

中で、やはり単独で運営していく部分についても、どうなのかなというようなところも課題とし

てあろうと思いますので、今後、そういった財政基盤の強化のあり方についても、同時に検討し

ていかなければならない課題ではないかなというようなところを考えておるところでございます。 

 いずれにしても８期計画の令和２年の１年については、そういったところを全力で取り組んで

まいりたいというふうに、原課のほうでは考えておるところでございます。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑がないようですので、日程第５、議案第２５号令和２年度吉賀町介

護保険事業特別会計予算の質疑は保留をしておきます。 

 ここで、昼休み休憩とします。休憩します。 

午前11時56分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時00分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き午後の会議を開きます。 

 深川企画課長については、用務の関係で少々おくれますので、御報告しておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第２６号 

○議長（安永 友行君）  日程第６、議案第２６号令和２年度吉賀町小水力発電事業特別会計予算

を議題とします。 
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 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、議案第２６号令和２年度吉賀町小水力発電事業特別会計予算

であります。 

 令和２年度小水力発電事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ６,３５７万９,０００円と定

める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は第１表歳入歳出予算による。令

和２年３月３日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 １ページの第１表歳入歳出予算でございますけど、歳入でございます。 

 款１発電事業収入項１売電収入６,３５７万２,０００円、款２財産収入項１財産運用収入

５,０００円、款４繰越金項１繰越金１,０００円、款５諸収入項１雑入１,０００円、これに伴

います歳入合計６,３５７万９,０００円でございます。 

 続いて２ページ、歳出でございます。款１総務費項１施設管理費４,７７９万８,０００円、款

２諸支出金項１諸支出金１,５２８万１,０００円、款７予備費項１予備費５０万円、これに伴う

歳出合計、同額の６,３５７万９,０００円でございます。 

 事項別明細書以降につきましては、所管いたします柿木地域振興室長のほうから御説明申し上

げますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を認めます。栩木柿木地域振興室長。 

○柿木地域振興室長（栩木 昭典君）  それでは、議案第２６号令和２年度吉賀町小水力発電事業

特別会計予算の詳細説明を行います。 

 まず、歳出のほうから先に説明いたします。予算書の６ページをお開きください。 

 まず総務費ですが、総務費の施設管理費の一般管理費です。人件費としまして、発電所管理を

担当しております柿木地域振興室の職員１名の給料及び職員手当、共済費等々６０３万

２,０００円を計上しております。 

 続きまして、一般管理費としましては、４月から会計年度任用職員となりますが、発電所管理

人１名に係る報酬及び職員手当、費用弁償、それから、職員の普通旅費や消耗品、使用料として

流水占用料、発電協会の負担金並びに売電料に係る消費税としまして、合計１,２９１万

９,０００円を計上しております。 

 そのうち、消費税に係る公課費につきましては、前年度補正予算で説明しましたとおり、平成

３１年度分の中間申告が不要であったということで翌年に持ち越しまして、令和２年には３１年

度１年分の確定申告をする必要があります。それにあわせて、令和２年度の中間申告分が必要と

なりますので、９１２万８,０００円を計上しております。 
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 それから、ずっと下に行きまして、財産管理費の維持費ですが、消耗品や燃料費などの需用費

と通信運搬費などの役務費、そして消防設備点検や高電圧設備の保安検査に係る施設設備保守点

検の委託料、それから台帳整備に係る調査測量委託料などの予算としまして６１１万

３,０００円を計上しております。 

 そのうち、今年度新規で計画をしております発電所の台帳整備事業につきましては、改修工事

等をこれまで行ってきましたけれども、そういった部分を除きましては、正確な図面データ等が

なくて、管理上課題となっておりました。 

 次年度、令和２年度に取水口から放水路までの平面図、それから縦横断面図はもとより、暗渠

部分についてはレーザー測量による内部形状の調査、また近年、トンネル点検等でも実施してお

ります地中レーダーによります探査を実施して、土中部の空隙につきましても詳細調査を行い、

その有無を確認する計画としております。その調査測量委託料に５２１万４,０００円を計上し

ております。 

 次に、基金積立金ですが、設備の修繕、将来の設備の更新に備えて、当初において

２,２７３万４,０００円、積み立てを計上しております。 

 それから、次の諸支出金です。 

 まず補償費ですが、高津川漁協に支払います稚アユの補償費につきましては、平成２７年の

１２月の覚書で５年間は年額１２８万１,０００円と定めておりまして、５年目を迎える令和

２年度も同額を計上しております。 

 内訳としましては、稚アユ１匹当たり４７.０８円の２万７,２００匹で、予算額の１２８万

１,０００円ということになっております。 

 次に、繰出金ですけれども、将来の子育て支援策に係る財源確保の目的で、１,４００万円を

まちづくり基金へ積み立てる予定にしております。 

 最後に予備費ですが、不測の事態に備えて５０万円を計上しております。 

 続いて、歳入です。５ページをお開きください。 

 発電事業収入の売電収入でありますが、令和２年度も引き続き順調な発電を続けるよう計画を

しておりまして、１時間当たり発電量の１９８キロワットに１日の２４時間を乗じまして、当初

におきましてはフル稼働の３６５日、発電効率を９８％と見込みまして、売電単価３４円を乗じ、

消費税を加えた６,３５７万２,０００円を売電収入として計上しております。 

 それから財産収入ですが、基金の利子としまして５,０００円を見込んでおります。 

 最後に繰越金と諸収入の雑入ですが、それぞれ１,０００円を計上しております。 

 以上で終了いたします。どうかよろしくお願いします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 
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 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、日程第６、議案第２６号令和２年度吉賀町小

水力発電事業特別会計予算の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第２７号 

○議長（安永 友行君）  日程第７、議案第２７号令和２年度吉賀町下水道事業特別会計予算を議

題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして議案第２７号令和２年度吉賀町下水道事業特別会

計予算でございます。 

 令和２年度吉賀町下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億９,８７４万９,０００円

円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

 債務負担行為、第２条、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担することができる事

項、期間及び限度額は、第４表債務負担行為による。地方債、第３条、地方自治法第２３０条第

１項の規定により、起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償

還の方法は、第５表、地方債による。令和２年３月３日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 まず、１ページの第１表歳入歳出予算でございます。歳入でございます。款１繰入金項１他会

計繰入金１億２,０７２万３,０００円、款２分担金及び負担金項１負担金４００万円、款３使用

料及び手数料項１使用料３,８４２万１,０００円、２手数料１,０００円、款５繰越金項１繰越

金１,０００円、款６諸収入項１延滞金加算金及び過料１,０００円、２雑入２,０００円、款

７町債１町債項１町債３,５６０万円、これによります歳入合計１億９,８７４万９,０００円で

ございます。 

 ２ページは歳出でございます。款１下水道事業債項１総務管理費９０６万５,０００円、２施

設管理費３,８０４万円、款２公債費項１公債費１億５,１５４万４,０００円、款４予備費項

１予備費１０万円、歳出の合計が同額の１億９,８７４万９,０００円でございます。 

 ３ページは第４表債務負担行為でございます。地方公営企業法適用化事業費でございまして、

期間は令和３年度から令和４年度まで、限度額は７８３万２,０００円でございます。 

 ４ページは第５表地方債でございます。起債の目的、１下水道事業債、限度額は３,５６０万

円、起債の方法、利率償還の方法につきましては、お読み取りをいただきたいと思います。 
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 事項別明細書以降につきましては、建設水道課長のほうから御説明申し上げますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長より詳細説明を求めます。早川建設水道課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  それでは、私のほうから、議案第２７号令和２年度吉賀町下水

道事業特別会計予算の詳細説明をさせていただきます。 

 ９ページをお開きいただきたいと思います。歳出から説明をさせていただきます。 

 歳出でございますが、下水道事業費総務管理費、１総務管理費でございます。００２総務管理

費でございますけれども、下がっていただきまして印刷製本費がございます。８万３,０００円

でございます。ここにつきましては、納付書の印刷代とあわせまして、マンホールカードの印刷

代を載せているところでございます。 

 マンホールカードと申しまして、各自治体がつくっておりますカードのような大きさ、トラン

プぐらいの大きさのカードでございまして、非常に集める方が、マニアの方がいらっしゃるとい

うことで、吉賀町としましても、今年度、令和元年度で２,０００枚の作成をいたしました。

１１月から配布を始めたわけでございますけれども、今のところ８００枚が出ているということ

でございまして、このマンホールカードは、実は郵送とか、そうしたことでは配布しなくて、直

接、町に足を運んでいただいて、直接手渡す、窓口で手渡させていただくということで、ゆ・

ら・ら、それからやくろ、企画課、それから建設水道課のほうに置いてあります。そういったと

ころでいらっしゃった方に配布をしていくということで、もちろんただで配布をしておりますけ

れども、遠くからもいらっしゃる方もございまして、そういったことで交流人口の一助になれば

ということで始めたわけでございます。 

 管内でも、大体、もう益田市も津和野町も開始をしておりまして、なかなかの好評というふう

に聞いておるところでございます。そういった部分で２,０００枚の印刷費を計上しているとい

うところでございます。 

 それから、下がっていただきまして公課費でございます。４６４万円でございます。これは、

かかります消費税部分の金額といたしまして、約４５０万円を計上しているところでございます。 

 そのほか、地方公営企業法適用化事業でございます。２月１９日の全員協議会の場でもお示し

をさせていただきましたけれども、人口３万人以下の自治体であっても、下水道事業につきまし

ては公営企業会計のほうへ移行しなさいという、そういう総務省の要請がまいりました。 

 これを受けまして、吉賀町としましても、令和５年までの期限がある中で、公営企業化、会計

化をしていくという事業でございまして、この事業に係ります経費を計上したものでございます。 

 普通旅費につきましては、関係する研修会等へ参加する旅費でございます。 

 それから、業務関係委託料でございますけれども、これにつきましては、アドバイザー業務、
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つまりは移行するに当たりまして、スケジューリングでありますとか、それから必要な事項、検

討する内容につきましてアドバイスをしていただくというものでございまして、これにつきまし

て計上しているところでございます。３０６万８,０００円でございます。 

 続きまして、ページを進んでいただきまして１０ページをごらんいただきたいと思います。 

 下水道事業費の施設管理費でございます。施設管理といたしましては、光熱水費といたしまし

て９３３万５,０００円を計上しておるところでございます。これにつきましては、処理場の電

気料が４０１万３,０００円、それから中継ポンプの電気料といたしまして４２５万７,０００円、

これらが主なものでございます。 

 それから、修繕料でございますけれども、２３４万２,０００円を計上しているところでござ

います。これにつきましては、マンホールポンプの中継ポンプの修繕費等々でございます。 

 それから、通信運搬費９２万５,０００円、これにつきましては、情報配信用のサービスとい

うことで、配信料に係る金額でございます。主に７７万６,０００円を計上しているところでご

ざいます。 

 それから、作業委託料２８７万５,０００円を計上しているところでございますが、これにつ

きましては、汚泥の処分費に係るものでございます。 

 続きまして、施設管理委託料でございます。１,０６３万３,０００円でございます。ここに係

る金額でございますけれども、六日市浄化センターの維持管理料でございます。 

 その下でございます。施設設備保守委託料でございまして、１０２万８,０００円を計上して

いるところでございます。これにつきましては、主にマンホールポンプの点検１２カ所分でござ

います。金額としましては、８５万８,０００円を計上しております。 

 それから、その下を見ていただきまして、補修工事費でございます。１１３万５,０００円を

計上しております。これにつきましては、マンホール高さの調整工事ということでございます。

現在のところ、まだ目立って修理したところはございませんけれども、経年変化等もございます。

そういった部分に音鳴りがするということの防止のために、この金額を備えて準備をしたいとい

うことでございます。 

 それから、機械器具費でございます。２４７万５,０００円を計上しているところでございま

す。これにつきましては、浄化センターの汚水ポンプがそろそろ使用年度を超えておりまして、

いつ壊れても不思議はないという状況でございますので、この汚水ポンプを購入をいたしまして、

故障した場合にすぐ取りかえられるように準備をしたいという金額でございます。 

 それから、その下、公債費でございます。ページを進んでいきまして１１ページでございます。

町債の元金の償還に充てるものでございまして１億２,９９５万円を計上しているところでござ

います。 
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 それから、利子でございますけれども、利子に係る分でございまして、２,１５９万

４,０００円を計上しております。 

 次に、７ページへ戻っていただきまして歳入でございます。 

 繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金でございます。１億２,０７２万３,０００円を計上し

ているところでございます。一般会計からの繰入金でございます。 

 その下、分担金及び負担金、負担金の下水道事業費負担金でございます。ここにつきましては、

受益者負担金といたしまして、１戸当たり２０万円かかりますので、２０万円掛ける２０戸分を

計上しておるところでございます。４００万円でございます。 

 その下でございます。使用料及び手数料、使用料、下水道事業使用料でございます。現年分の

収益といたしまして３,８１８万９,０００円を計上しているところでございます。これにつきま

しては、収納率９８％で計上しておるところでございます。 

 その下、滞納繰越分でございます。２３万２,０００円を計上しているところでございます。

これにつきましては、収納率１０％を計上しているというものでございます。 

 その下でございます。使用料及び手数料、手数料、下水道事業手数料でございます。督促手数

料といたしまして１,０００円、それから、その下、繰越金でございますけれども１,０００円と

いうことで計上させていただきたいと思います。 

 以上、詳細説明を終わらさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。６番、大多和議員。 

○議員（６番 大多和安一君）  毎度のことですが、公共下水道への加入者の、その後、どのよう

になったかお知らせください。 

○議長（安永 友行君）  早川課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  加入者についてお答えをさせていただきたいと思います。 

 今年度の今までの、２月までのところでの接続者数は１８戸でございます。内訳を申しますと

六日市地区で１４戸、七日市地区で４戸、合わせまして１８戸でございます。 

 これに基づきます接続率でございますけれども、全体で見ますと５３.９％という状況でござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ６番、大多和議員。 

○議員（６番 大多和安一君）  今、加入率全体と言いましたが、六日市地区と七日市地区に分け

てお願いします。 

○議長（安永 友行君）  早川課長。 
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○建設水道課長（早川 貢一君）  お答えをさせていただきます。 

 六日市地区にいたしましては５９.６％、七日市地区におきましては２５.８％という状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（安永 友行君）  ６番、大多和議員。 

○議員（６番 大多和安一君）  六日市も悪いんですが、七日市も非常に悪いんですが、この辺の

加入促進については、どのような体制をとっておられますか。 

○議長（安永 友行君）  早川課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  お答えをさせていただきます。 

 加入促進につきましては、直接、具体的な動きといいましょうか、そういったものについては

しておりませんけれども、これまでにも申し上げておりますけれども、広報等で興味を引くよう

な記事をつくらさせていただきながら、水道のこと、それから下水道のことについての記事を載

せておるようにしております。 

 そういった部分を含めまして、下水道に興味を持っていただいて、そして加入促進につながれ

ばというふうに考えております。 

 また、これは水道ではございますけれども、学校等で学習をする機会がございます。そういっ

たところにおきましても、そういった施設の紹介をさせていただきながら、興味を持っていただ

きながらということで作業を進めているということでございます。 

 個別、具体的に加入促進に歩くということにも、なかなかなりませんものですから、我々とし

ても一緒に、もどかしいところがございますけれども、今後も加入促進に努めていきたいという

ふうに思います。 

○議長（安永 友行君）  ありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、日程第７、議案第２７号令和２年度吉賀町下

水道事業特別会計予算の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第２８号 

○議長（安永 友行君）  日程第８、議案第２８号令和２年度吉賀町農業集落排水事業特別会計予

算を議題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは続きまして、議案第２８号令和２年度吉賀町農業集落排水事業

特別会計予算であります。 
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 令和２年度吉賀町農業集落排水事業特別会計予算は次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ７,１３１万円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は第１表歳入歳出予算による。 

 債務負担行為、第２条、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担することができる事

項、期間及び限度額は、第４表債務負担行為による。地方債、第３条、地方自治法第２３０条第

１項の規定により、起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償

還の方法は、第５表、地方債による。令和２年３月３日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 まず、第１表歳入歳出予算でございます。 

 歳入でございますが、款１繰入金項１他会計繰入金５,６５８万４,０００円、款２分担金及び

負担金項１分担金４０万円、款３使用料及び手数料項１使用料９４２万３,０００円、２手数料

１,０００円、款４国庫支出金項１国庫補助金４００万円、款５繰越金項１繰越金１,０００円、

款６諸収入項１延滞金加算金及び過料１,０００円、款７町債項１町債９０万円、歳入合計は

７,１３１万円でございます。 

 続きまして、２ページは歳出でございます。 

 款１農業集落排水事業費項１総務管理費１６１万６,０００円、２施設管理費２,７２９万

３,０００円、款２公債費項１公債費４,２３５万１,０００円、款４予備費項１予備費５万円、

これに伴います歳出合計７,１３１万円でございます。 

 ３ページは、第４表債務負担行為でございます。地方公営企業法適用化事業費で、期間は令和

３年度から令和４年度まで、限度額は１９９万１,０００円でございます。 

 ４ページは第５表地方債でございます。起債の目的、１下水道事業債、限度額は９０万円、起

債の方法、利率、償還の方法はお読み取りをいただきたいと思います。 

 事項別明細書以降につきましては、建設水道課長のほうから御説明申し上げますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。早川建設水道課長。 

○建設水道課長（早川 貢一君）  それでは、議案第２８号令和２年度吉賀町農業集落排水事業特

別会計予算の詳細説明をさせていただきます。 

 予算書９ページをお開きいただきたいと思います。まず、歳出から説明をさせていただきます。 

 総務管理費の１総務管理費でございます。下の段、００３地方公営企業法適用化事業費でござ

います。９２万４,０００円を計上しているところでございます。 

 これは、下水道の説明でもさせていただきましたけれども、公営企業会計へ移行するというこ

とによりますアドバイザー業務の委託料でございます。 

 その下でございます。施設管理費１施設管理費でございまして、ここの部分では人件費、職員
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１名の人件費等を載せておりますので、お読み取りをいただきたいと思います。 

 進んでいただきまして、ページ１０ページでございます。 

 ００３処理場管渠管理費でございます。３段下がっていただきまして修繕料１７１万

８,０００円でございます。これにつきましては、中継ポンプの修繕費といたしまして３０万円、

これは、緊急用の修繕費というふうに御理解をいただきたいと思います。 

 それから、柿木地区での流量調整槽への注水ポンプの修繕といたしまして４６万２,０００円、

それから、同じく柿木浄水場でございますけれども、返送汚泥ポンプの修繕費といたしまして

１１２万円、初見施設でございますけれども、ブロワーの曝気槽のエアーのブロワーでございま

す。空気を送るものでございます。これのオーバーホールに係ります金額２６万４,０００円を

計上しておるところでございまして、主なものでございます。 

 下を見ていただきまして作業委託料でございます。４５万円、汚泥の抜き取りによります処理

の部分でございます。初見新田部分で３５万２,０００円を計上しておるところでございます。

そのほかは、初見、それから柿木の除草費を計上しているところでございます。 

 その下でございます。施設管理委託料でございます。施設管理の委託料といたしまして、初見

新田で１３０万１,０００円、柿木といたしまして６７９万９,０００円を計上しているところで

ございます。 

 その下は、下がっていただきまして調査分析委託費委託料でございます４６９万９,０００円

でございます。これにつきましては、農業集落排水施設最適整備構想の策定業務ということでご

ざいまして、橋梁点検のように、どうしても施設でございますので、今後の定期的な点検等が出

てまいります。最適化していくための整備の状況を策定するものでございまして、昨年に続き計

上させていただくものでございます。アセットマネジメントのようなものでございます。そうい

う理解をいただきたいと思います。 

 それから、その下でございます公債費でございます。１元金でございまして、長期債の元金

３,６９１万２,０００円を計上させていただいているところでございます。 

 それから、その下でございます利子といたしまして５４３万９,０００円を計上しているとこ

ろでございます。 

 ７ページへ戻っていただきたいと思います。歳入でございます。 

 繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金でございます。５,６５８万４,０００円を計上してい

るところでございます。 

 その下でございます分担金及び負担金、分担金、農業集落排水分担金でございます。これにつ

きましては、受益者分担金といたしまして、１戸２０万円掛ける２戸を計上しているところでご

ざいまして、４０万円でございます。 
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 その下でございます。使用料及び手数料、使用料、農業集落排水使用料でございます。現年分

といたしまして９３３万１,０００円を計上しておるところでございます。これにつきましては、

収納率９８％で計上されたものでございまして、下水道と同じでございます。 

 その下でございます。滞納繰越分でございます。９万２,０００円でございます。収納率

１０％ということでございます。 

 それから、その下でございます使用料及び手数料でございますけれども、督促手数料といたし

まして１,０００円、それから、その下、国庫支出金といたしまして、国庫補助金、国庫補助金

でございますけれども、農山漁村地域整備交付金４００万円でございます。これにつきましては、

先ほどお示しをいたしました最適整備構想の策定業務に当たるものでございます。 

 ページ、進んでいただきまして８ページでございます。繰越金でございます。繰越金といたし

まして１,０００円、そのほか、諸収入といたしまして延滞金１,０００円、それから町債といた

しまして、公営企業会計適用事業といたしまして９００万円を計上するものでございます。 

 以上、詳細説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  以上で、提案者の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑を許します。質疑はありませんか。よろしいです。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（安永 友行君）  質疑はないようですので、日程第８、議案第２８号令和２年度吉賀町農

業集落排水事業特別会計予算の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第２９号 

○議長（安永 友行君）  引き続き、日程第９、議案第２９号令和２年度吉賀町一般会計予算を議

題とします。 

 本件についての提案理由の説明を求めます。岩本町長。 

○町長（岩本 一巳君）  それでは、続きまして、議案第２９号令和２年度吉賀町一般会計予算で

あります。 

 令和２年度吉賀町一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６８億９,２２５万

４,０００円と定める。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算による。 

 債務負担行為、第２条、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担することができる事

項、期間及び限度額は、第４表債務負担行為による。 

 地方債、第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により、起こすことができる地方債の起
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債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第５表地方債による。 

 一時借入金、第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高

額は１０億円と定める。 

 歳出予算の流用、第５条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。（１）各項に計上した

給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経

費の各項間の流用。令和２年３月３日提出、吉賀町長岩本一巳。 

 まず、第１表の歳入歳出予算でございます。歳入でございます。 

 款１町税項１町民税２億３,２０８万６,０００円、固定資産税２億６,２３５万５,０００円、

３軽自動車税２,５８０万８,０００円、４町たばこ税３,７００万円、５入湯税４３０万円、款

２地方譲与税項１地方揮発油譲与税１,５２５万２,０００円、２自動車重量譲与税４,０６２万

５,０００円、４森林環境譲与税２,５４１万４,０００円、款３利子割交付金項１利子割交付金

７７万９,０００円、款４配当割交付金項１配当割交付金１９４万円、款５株式等譲渡所得割交

付金項１株式等譲渡所得割交付金１１１万１,０００円、款６法人事業税交付金項１法人事業税

交付金２３０万５,０００円、款７地方消費税交付金項１地方消費税交付金１億３,５３１万

８,０００円、款８環境性能割交付金項１環境性能割交付金２８２万３,０００円、款９地方特例

交付金項１地方特例交付金３０３万６,０００円、款１０地方交付税項１地方交付税３２億

１,６２６万７,０００円、款１１交通安全対策特別交付金項１交通安全対策特別交付金２８万

３,０００円、款１２分担金及び負担金項１分担金１,９０２万２,０００円、２負担金

６,２９９万９,０００円、款１３使用料及び手数料項１使用料８,２７０万３,０００円、２手数

料１,７７６万２,０００円、款１４国庫支出金項１国庫負担金４億４９８万８,０００円、２国

庫補助金２億２,５５６万６,０００円、３委託金１５５万６,０００円、款１５県支出金項１県

負担金２億９９３万３,０００円、２県補助金２億６,１９７万３,０００円、３委託金

２,６４８万３,０００円、款１６財産収入項１財産運用収入６９１万３,０００円、款１７寄附

金項１寄附金５０１万円、款１８繰入金項１特別会計繰入金１,４００万円、２基金繰入金６億

２,４６４万５,０００円、款１９繰越金項１繰越金１,０００円、款２０諸収入項１延滞金加算

金及び過料２０万円、２町預金利子５,０００円、３貸付金元利収入１,１６３万円、５雑入

２,２８７万９,０００円、款２１町債項１町債８億８,７２８万４,０００円、これに伴います歳

入合計は６８億９,２２５万４,０００円でございます。 

 続きまして、４ページ、歳出でございます。 

 款１議会費項１議会費７,１１４万３,０００円、款２総務費項１総務管理費８億６,０８２万

５,０００円、２徴税費６,７４１万７,０００円、３戸籍住民基本台帳費２,３３４万
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１,０００円、４選挙費３１万９,０００円、５統計調査費５２７万８,０００円、６監査委員費

１６９万１,０００円、款３民生費項１社会福祉費１０億８,７６８万７,０００円、２児童福祉

費６億３,７３０万２,０００円、３生活保護費８,８７８万１,０００円、款４衛生費項１保健衛

生費３億７,０９０万８,０００円、２清掃費２億１,４９０万３,０００円、３水道事業費１億

４,０７４万８,０００円、款５労働費項１労働諸費１５５万３,０００円、款６農林水産業費項

１農業費４億１,３４１万３,０００円、２林業費１億９３２万４,０００円、３水産業費３０万

９,０００円、款７商工費項１商工費１億３,９９３万６,０００円、款８土木費項１土木管理費

２億２,１１３万１,０００円、２道路橋梁費３億２,９０９万９,０００円、３河川費

１,９７２万円、４都市計画費５万９,０００円、５住宅費１億４,４０７万１,０００円、款９消

防費項１消防費５億５,３９６万８,０００円、款１０教育費項１教育総務費２億７,１３１万

２,０００円、２小学校費７,２７５万２,０００円、３中学校費４,３３１万１,０００円、４社

会教育費１億２,２２５万５,０００円、５保健体育費５,２０３万９,０００円、款１２公債費項

１公債費８億２,０６５万９,０００円、款１４予備費項１予備費６００万円、これに伴います歳

出合計６８億９,２２５万４,０００円でございます。 

 ６ページは、第４表債務負担行為でございます。防災行政無線整備事業費ということで、期間

は令和３年度でございます。限度額は２億７,２７６万９,０００円。 

 ７ページは、第５表の地方債でございます。起債の目的、１過疎対策事業債２億９,５１０万

円、２合併特例事業債６,８８０万円、３公営住宅建設事業債８,２７０万円、４緊急自然災害防

止対策事業債１,３２０万円、５緊急防災減災事業債３億２,４９０万円、６臨時財政対策債１億

２５８万４,０００円でございます。起債の方法、利率、償還の方法、いずれも同じでございま

して、お読み取りをいただきたいと思います。 

 ８ページの事項別明細書以降につきましては、全体を通して総務課長のほうから御説明申し上

げますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（安永 友行君）  それでは、担当課長よりの詳細説明を求めます。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、議案第２９号令和２年度一般会計予算につきまして、説

明をさせていただきます。 

 最初に参考資料のほうを用いまして説明をしてまいります。参考資料につきましては３７ペー

ジからということになります。お開きいただければと思います。 

 ３７ページの上段でございます。１予算編成方針ということで、幾らか記載をさせていただい

ております。歳入面、それから歳出面ともに厳しい状況にあるという、そうした状況が続いてお

るわけですけれども、そうした中で、吉賀町まちづくり計画あるいは総合戦略、そうした中の実

行施策というものを着実に実行できるようという、そういう考え方で予算編成を進めたというと
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ころを記載をさせていただきました。 

 それから、次のページに行っていただきまして３８ページです。上から行きます。２一般会計

歳出予算です。令和２年度一般会計当初予算の規模は６８億９,２００万円で、平成３１年度と

比較すると２億７,６００万円、３.９％の減少となったというところでございます。 

 ３８ページの中ほどの表、第１表に目的別歳出ということで、議会費から予備費まで、令和

２年度を含めて３カ年の状況について記載をしております。増加要因、減少要因ともにございま

すけれども、それにつきましては、その表の上のところに主だったところを記載をしております

ので、お読み取りをいただければというふうに思います。 

 資料は次のページ、３９ページに移ってください。中ほどに第２表として性質別歳出の表をお

つけしております。人件費から予備費までの３カ年の比較を記載をしておるところです。 

 同様に、平成３１年度との増減理由、これにつきましては、その表の上に増加要因あるいは減

少要因ということでまとめておりますので、お読み取りをいただきたければというふうに思いま

す。 

 次に４０ページをごらんください。 

 ４０ページの上、第３表に公債費の５カ年の推移、それから、中ほどの第４表に特別会計繰出

金の平成３１年度との比較を期待をしております。 

 それから、次に４１ページに移っていただきまして、今度は歳入というところでございますが、

第５表というところで歳入予算につきまして、町税から町債まで３カ年の推移を取りまとめてお

るところです。 

 同様に、これも平成３１年度との比較増減がそれぞれございますけれども、そうしたところに

つきましては、表の上の、文章のところをお読み取りをいただければというふうに思います。 

 進んでいただきまして４２ページです。 

 中ほどの第６表は町債の５カ年の推移、それから、その下の第７表、これは基金の３年間の推

移、記載をしております。状況につきましては、それぞれの表の上のところに記載をしておると

ころです。お読み取りをいただければというふうに思います。 

 次に、４３ページに進みます。 

 今度は上の第８表のところでは、地方債現在高につきまして、５カ年の推移を記載をしており

ます。 

 さらに、その下、今度は５特別会計予算というところです。 

 第９表から下がっていただきまして、第１２表まで会計の規模、基金の状況、公債費、地方債

の推移、そうしたものを取りまとめておりますので、お読み取りをいただきたいというふうに思

います。 
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 それでは、次にめくっていただきまして４４ページです。 

 ここでは社会保障４経費及び、その他社会保障施策に要する経費ということで取りまとめてお

ります。上の囲みの中を見ていただきますと、総額で１８億６,４６１万４,０００円となってい

るというところでございます。 

 それの内訳につきましては、その下の表にまとめておりますので、同様にお読み取りをいただ

ければというふうに思います。 

 さらに、進んでいただきまして参考資料の４５ページから、飛んでいただき、表をずっと進ん

でいただきまして９０ページまで、４５ページから９０ページにかけましては、主要な事業の概

要を取りまとめております。この部分につきましては、後ほど、予算書の説明の際に、また説明

をさせていただきたいというふうに思います。 

 参考資料、さらに進んでいただきまして９１ページからです。 

 この９１ページから、さらに進んでいただきまして９４ページまで、こちらには、所管課ごと

に補助金を取りまとめておるものということでございます。 

 また、さらに進んでいただきまして、９５ページからです。 

 ９５ページから９７ページのところでございます。ここには、各課ごとに負担金を取りまとめ

たというものでございます。 

 それから、さらに進んでいただきまして参考資料は９８ページからです。ここから吉賀町総合

戦略に基づく事業を取りまとめておるものです。 

 ９８ページには、基本目標ごとの総括表、それから９９ページから１０２ページ、これは、そ

れぞれの事業について記載をしておるというところで見ていただければというふうに思います。 

 資料としては、最後に１０３ページです。 

 １０３ページに位置図をつけております。これにつきましては、建設水道課が所管いたします

事業、それの位置図というところで見ていただければというふうに思います。 

 以上が、令和２年度の当初予算の概要ということでございます。そうしますと、今度は予算

書……。 

○議長（安永 友行君）  課長、切りのいいところで休もう。 

 資料のほうの説明があったんですが、明細に入る前に、ここで１０分間休憩します。その後始

めます。 

 休憩します。 

午後１時57分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時10分再開 
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○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

 令和２年度の一般会計予算の説明の途中でしたので、今から事項別明細のほうの説明に入って

いただきます。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、引き続いたところで説明をさせていただきたいというふ

うに思います。 

 最初に、予算書は後ろのほうですけれども、予算書１１９ページをお開きいただければと思い

ます。予算書の１１９ページに、給与費明細書を記載をさせていただいております。まず、

１１９ページの上ですけれども、特別職について記載をしておるというところです。 

 それで、比較の欄を見ていただきますと、職員数あるいは報酬というところで、大幅な減とい

うことになっているかと思います。この内容というか理由につきましては、来年から会計年度任

用職員制度が開始されるということで、そちらのほうに、いわば身分が異動するということに伴

うものというところで、お読み取りをいただければというふうに思います。 

 それから、１１９ページの中段から下です。今度は一般職です。さっきの特別会計の予算書に

おきましても、この給与費明細書がついている部分では少し様式が変わってきております。 

 後からの説明になった形になりましたが、まず１１９ページの下を見ていただきますと、通常

ここには、いわゆる一般職員が入ってくるということになりますが、まず職員数の本年度のとこ

ろを見てください。そうすると、９１の上に括弧書きで２２１というものがあろうかと思います。

この２２１っていうものがいわゆる──済みません、その表の下の備考です。「括弧内は短時間

勤務職員について示す」というふうに記載をさせていただいております。ですので、一般職員と

短時間勤務職員、これ全てここに入った数字が、まず（１）総括の表として記載をしているとい

うところでございます。 

 さらに今度、１２０ページに移っていただきますと、上段がア、会計年度任用職員以外の職員、

それから中段から下、これが会計年度任用職員というこういう区別によって、それぞれ人数であ

ったり給与の額であったり、そうしたものを取りまとめをしたというところで見ていただければ

というふうに思います。 

 さらにおめくりいただきまして、１２１ページです。上の（２）給料及び職員手当の増減額の

明細というところ。これについては、それぞれ給料、職員手当の増減理由等々について記載をさ

せていただいております。 

 それから、１２１ページ中段下から１２３ページにかけましては、平成３１年度との比較ある

いは国の制度との比較、そうしたものを記載をしておりますので、お読み取りをいただければと

いうふうに思います。 

 さらに次に進んでいただきまして、１２４ページです。こちらには、地方債の前々年度末の現
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在高、それから前年度末、そして令和２年度末の現在高見込額の表を記載をさせていただいてお

ります。 

 さらに進んでいただきまして、１２５ページ、その次の１２６ページ。ここには債務負担行為

の限度額、前年度までの支出見込額、そして令和２年度以降の支出予定額、そうしたものをまと

めたものを記載をしております。 

 それでは、まず歳出予算から説明をしていきたいと思います。 

 予算書につきましては戻っていただきまして、３０ページということになります。予算書は

３０ページでございます。これから説明してまいりますけれども、同時に、参考資料の関係部分

のページも申し上げてまいりますので、資料も一緒に見ていただければというふうに思います。 

 それで、３０ページの歳出予算の説明に入る前に、１点ほどお伝えをしておきます。 

 来年度から、会計年度任用職員の制度に切りかわるというのは、既にお伝えをしております。

それで予算書で少し影響が出てくるのが、これまで節番号でいいますと７番、賃金というところ

で整理をしていた部分があろうかと思います。この部分については、令和２年度の予算書では、

この７番の賃金についてはなくなります。いわば欠番という格好に取り扱っております。８番以

降を繰り上げてはおりませんので、説明の中に賃金という表現というのは基本的にはもうなくな

っていますということで、見ていただければというふうに思います。 

 それでは、３０ページの上からまいります。議会費です。１、議会費、００２議会費です。こ

れは資料がございます。４５ページの上です。中身につきましては、およそ例年どおりの中身の

内容というところで見ていただければというふうに思います。 

 それではまた予算書をおめくりいただきまして、今度は３１ページです。総務費、総務管理費。

１、一般管理費です。００２一般事務事業費というところでございます。各委員会に係る経費あ

るいは消耗品等々そうしたものの予算を、こちらで計上させているというものでございます。 

 それで、中段から少し下になりますけれども、業務運営関係委託料として、５７２万円の予算

計上がしてございます。中身につきましては、例規システム、これの保守あるいはその運営に係

る経費というところが主な内容というところでございます。 

 それから、次のページに進んでください。３２ページです。３２ページの右側中ほどに

００４職員研修事業費、総額で２７７万８,０００円の予算計上です。資料がございまして、

４５ページの下にその内容について記載をしております。お読み取りをいただければというふう

に思います。 

 それでは、予算書進んでいただければと思います。３４ページです。２、文書広報情報費とい

うところで、まず００４文書管理事業費、総額２０７万９,０００円の予算計上がしてございま

す。これは資料４６ページの上にその内容について記載をしております。 
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 さらに、予算書は下に行っていただきまして、００３広報広聴事業費、総額で７６９万

９,０００円の予算計上。これについては、資料４６ページの下にその内容について記載をさせ

ていただいておるところです。 

 予算書さらに次に進んでいただきまして、今度は３５ページです。上のところです。目は３、

財政管理費の００３財政管理費、総額で７１５万２,０００円の予算計上です。これは資料

４７ページの上にその内容について記載をさせていただいておるところです。 

 予算書そのまま下がっていただきまして、今度は目の５財産管理費のところです。００３庁舎

維持管理費、総額で２,１０４万４,０００円の予算計上でございます。これの内容につきまして

は、参考資料４７ページの下。こちらに主だったところの内容を記載をさせていただいておりま

す。 

 それから、予算書次に進んでいただきまして、３６ページです。財産管理費が続いておりまし

て、３６ページの中ほどですが、００６普通財産管理費です。資料は４８ページの上にその主だ

った内容を記載をしております。 

 それでは、予算書また進んでいただければと思います。３８ページまでお進みください。

３８ページの上です。目は８の電算管理費から続いておるものでございまして、３８ページの中

段のところ、００３基幹系システム運営管理費です。資料４８ページの下にその内容について記

載をしておるところです。 

 それから予算書その下です。００４ＬＧＷＡＮ系システム運営管理費。これは資料４９ページ

の上にその内容を記載をしております。 

 それから予算書下がっていただきまして、３８ページの下ですけれども、目の９吉賀高校費、

００２吉賀高校支援事業費です。これは資料４９ページの下にその内容を記載をさせていただい

ておるところでございます。 

 さらに進んでいただきまして、予算書３９ページの中段から、目の１０自治振興費、００４地

区組織活動費です。これについては、参考資料は５０ページの上でございます。 

 さらにその下、予算書下がっていただきますと、００５自治振興施設管理費です。参考資料は

５０ページの下に記載をしております。 

 予算書はさらに進んでいただきまして、今度は４０ページです。４０ページの右上ですが、

００３地域自治区費です。資料５１ページの上にその内容について記載をさせていただいており

ます。 

 ４０ページの中段から下です。目の１１企画総務費、００２企画総務費。総額では９９５万

１,０００円の予算計上です。資料５１ページの下にその内容を記載をしておるところです。 

 それでは、さらに進んでいただきまして、予算書は４１ページ。目の１２まちづくり対策費で
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す。まず００４えぇもん知ってもらおうプロジェクト事業費です。資料は５２ページの上に記載

をしております。 

 それから下がっていただきまして、００２町民文化祭事業費、これは資料はございませんけれ

ども、中身といたしましては、秋に開催する「きん祭みん祭農業文化祭」に係る経費の部分とい

うところでございます。 

 それから下がっていただきまして、４１ページの一番下です。００７電源立地地域対策事業費

６０７万４,０００円の予算計上です。これにつきましては、資料５２ページの下にその内容を

記載をしております。 

 予算書はさらに進んでいただきまして、４２ページに入ります。目の１３定住推進費。

００２定住推進費６８０万円の予算計上、社会福祉費等修学資金貸付金の予算でございます。資

料がありまして、これは５３ページの上でございます。 

 さらに予算書、その下ですけれども、００２定住推進費２,０２７万２,０００円の予算計上。

これにつきましては、資料５３ページの下にその内容を記載をしてございます。 

 さらに予算書４２ページの一番下のところですけれども、００３空家再生事業費１,０５７万

７,０００円の予算計上です。資料は５４ページの上に内容を記載をしておるところです。 

 予算書は次に進んでいただきまして、４３ページの右上です。目は１３の定住推進費から続い

ておるところですけれども、００６定住推進施設費１７３万６,０００円の予算計上をしてござ

います。内容につきましては、移住体験滞在施設の維持管理経費という部分でお読み取りをいた

だければというふうに思います。ここは資料はございません。 

 さらに４３ページ進んでいただきまして、今度は目の１４生活安全対策費です。００４交通安

全対策費１８８万３,０００円の予算計上があるかと思います。ここは、資料は５４ページの下

にその内容を記載をしておるところです。 

 さらに予算書４３ページの一番下ですけれども、００３地域公共交通対策費です。

５,６３８万１,０００円の予算計上となっております。資料につきましては５５ページの上です。

こちらにその内容について記載をしておりますので、あわせてお読み取り、御確認いただければ

というふうに思います。 

 それから、予算書４４ページの中段から下です。目は１５多文化共生推進費、新設された予算

項目という意味もありますけれども。００２多文化共生推進費というところで、予算計上７５万

円させていただいております。内容につきましては、資料は５５ページの下のところで御確認を

いただければというふうに思います。 

 それでは予算書は、今度はちょっと飛びます。４７ページまで、申しわけございませんが飛ん

でいただければと思います。予算書４７ページです。上のところに総務費、戸籍住民基本台帳費、
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１、戸籍住民基本台帳費の続きが予算書４７ページの上にあります。００６戸籍システム費

６４２万４,０００円の予算計上、これにつきましては、資料は５６ページの上にその内容につ

いて記載をさせていただいております。 

 それから予算書４７ページ下ですけれども、今度は総務費、統計調査費、目の１統計調査総務

費ということで、各種の統計調査に係る経費について予算計上いたしております。 

 この各種の統計の中で、予算書は４８ページの右上ですけれども、０１４国勢調査費というと

ころで、令和２年度が実施年ということになりますので、予算的にもちょっとここについては、

規模が大きくなってくるというところもお読み取りをいただければというふうに思います。 

 それでは、予算書はさらに進んでいただきたいと思います。５０ページです。民生費、社会福

祉費、目の１社会福祉総務費というところでございまして、予算書５０ページの右側ちょうど中

段です。人権対策推進事業費８３万５,０００円の予算計上がございます。資料５６ページの下

に、その内容について記載をさせていただいております。 

 予算書はさらにその下に下がっていただきまして、００２社会福祉総務費６,９１１万

８,０００円の予算計上。この部分につきましては、参考資料５７ページの上にその内容につい

て記載をしております。 

 予算書は次に進んでいただきまして、５１ページに入ります。５１ページの右側の少し下のと

ころですけれども、００８福祉医療助成事業費１,５３０万３,０００円です。資料につきまして

は、５７ページの下にその内容を記載をさせていただいております。 

 それでは、またさらに進んでいただきまして、予算書は５２ページです。社会福祉費、目の

２高齢者福祉費のところに入っておりまして、予算書５２ページの右上ですが、００２高齢者福

祉総務費１億３８７万３,０００円の予算計上です。資料５８ページの上にその内容について記

載をしております。 

 それから今度は、５２ページの中段から下です。目の３高齢者福祉施設費です。００２老人福

祉センター管理費８１１万５,０００円の予算計上です。これにつきましては、はとの湯荘に係

る経費というところでお読み取りをください。 

 それからさらにその下、００３特別養護老人ホーム管理費です。とびのこ苑に係る部分でござ

いますけれども、資料は５８ページの下にその内容を記載をしております。 

 それでは次に進んでいただき、予算書をまたおめくりいただきまして、５３ページに入ります。

目の４障がい者福祉費です。００２障がい者福祉総務費というところで、予算額としては

７２３万４,０００円。この部分でございます。資料につきましては、５９ページの上にその内

容について記載をしておりますので、お読み取りをいただければというふうに思います。 

 さらに予算書は下がっていただきまして、今度は００５自立支援給付事業費です。１億
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９,１９８万円の予算計上。この内容につきましては、資料５９ページの下に記載をしておると

ころです。 

 予算書はさらに進んでいただきまして、５４ページに入ります。５４ページの右上ですが、

００６自立支援医療助成事業費１,４３３万円です。参考資料は、６０ページの上にその内容を

記載をしております。 

 予算書、下がっていただきますと、００７地域生活支援事業費です。１,６８１万８,０００円

の予算計上。資料は６０ページの下に、その内容についてさらに記載をさせていただいておると

ころでございます。 

 予算書はまた進んでいただければと思います。５５ページに移ります。目の５障がい者福祉施

設費です。００２障がい者福祉施設管理費というところで、資料は６１ページの上でございます。

障がい者総合支援センターの管理経費というところでお読み取りをいただければと思います。 

 それではまた予算書、次に進んでいただきまして、５６ページです。中段から下というところ

ですけれども、児童福祉費の目の１児童福祉総務費。００２児童福祉総務費２３５万

４,０００円の予算計上をしたところがあるかと思います。資料につきましては、６１ページの

下にその内容を記載をさせていただいております。 

 予算書、さらに進んでいただきまして、５７ページです。００７子育て世代包括支援センター

事業費４２０万９,０００円の予算計上がしてございます。資料につきましては６２ページの上

に記載がございます。 

 予算書、さらにその下です。００８地域子育て支援拠点事業費６５０万９,０００円の予算計

上がございます。資料については６２ページの下に記載がございます。 

 予算書はさらに進んでいただきまして、５８ページの中段から下です。目の２保育所費に入り

ます。００２保育所総務費です。予算は２３０万４,０００円の計上でございます。資料は

６３ページの上です。 

 予算書、さらにその下ですけれども、００４朝倉保育所費６０万３,０００円という予算計上

がしてあるかと思います。これは資料というものはありませんけれども、これまでにも御説明を

申し上げておりますとおり、朝倉保育所の４月以降の管理運営が、がらっと変わるといいますか

そうしたものがございますので、そうしたところでの、前年と比べれば金額については減額をさ

れているというところで見ていただければというふうに思います。 

 さらに予算書、次に５９ページに進んでいただきまして、右上の００６児童福祉施設整備費で

す。１億２,９０２万８,０００円の予算計上がしてございます。資料につきましては、６３ペー

ジの下にその内容を記載をしております。 

 予算書、さらにその下ですけれども、００７子ども・子育て支援事業費３億３,０８３万円の
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予算計上がしてございます。資料につきましては、６４ページの上にその内容を記載をさせてい

ただいております。 

 予算書５９ページの中段から下です。目の３放課後児童対策費でございます。００２放課後児

童対策事業費として５,００９万２,０００円の予算計上がしてございます。資料につきましては、

６４ページの下にその内容を記載をしております。 

 それでは予算書、さらに進んでいただければと思います。６０ページの下でございまして、今

度は民生費、生活保護費、目の１生活保護総務費というところです。００２生活保護総務費とい

うことで、７,２９７万５,０００円の予算計上があるかと思います。この部分については、資料

６５ページの上にその内容について主だったところを記載をさせていただいております。 

 それでは、予算書さらに進んでいただければと思います。予算書は６３ページですけれども、

保健衛生費、目の１保健衛生総務費というところで、００５地域医療対策費２億３,０２２万

９,０００円の予算計上がしてございます。内容につきましては、資料６５ページの下にその内

容を記載をしておりますので、御確認いただければというふうに思います。 

 予算書はさらに進んでいただきまして、次の６４ページに移ります。目は２母子衛生費という

ところで、予算書６４ページの右上、００３子ども等医療費助成事業費２,１９７万２,０００円

の計上です。資料につきましては、６６ページの上に記載がしてございます。 

 それから、予算書のほう１つ飛ばしまして、００５妊婦健診事業費８２６万１,０００円。こ

の部分につきましては、資料６６ページの下にその内容について記載をさせていただいております。 

 それから次の目に入りまして、６４ページの下ですけれども、３、予防費、００３予防接種費

１,８６１万２,０００円の予算計上です。資料につきましては、６７ページの上にその内容を記

載をしてございます。 

 予算書は次に進んでいただきまして、６５ページ、右側の中段のところです。００５がん検診

推進事業費１,０９４万６,０００円の予算計上がしてございます。資料につきましては、

６７ページの下にその内容を記載をしておるところです。 

 予算書はさらに進んでいただきまして、今度は６６ページです。目の４健康増進費というとこ

ろでございまして、００３食育推進事業費４２６万８,０００円。これにつきましては、資料は

６８ページの上にその内容を記載してございます。 

 さらに進んでいただきまして、予算書は６７ページに入ります。目でいいますと５の環境衛生

費というところに入っておりまして、予算書６７ページの右側に００４環境衛生施設整備事業費

というところで、４２４万２,０００円の予算計上があるかと思います。資料は６８ページの下

でございます。ここにその内容を記載をさせていただいておるところです。 

 さらに予算書は次のページに移らせていただきます。目は１清掃総務費というところでして、
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予算書６８ページの右上ですけれども、００３し尿処理対策費というところ。２,１９１万

２,０００円の予算計上があるかと思います。資料については６９ページの上でございます。 

 それから次の目に入りますが、６８ページの中段から下です。２、ごみ処理費、００２不燃物

処理事業費８,０９６万９,０００円の予算計上がしてございます。資料につきましては、

６９ページの下にその内容を記載をしておるというところでございます。 

 予算書、さらにその下ですけれども、００３可燃物処理事業費７,７０２万３,０００円の予算

計上があるかと思います。この内容については資料があります。資料は７０ページの上です。 

 さらに進んでいただきまして、今度は予算書６９ページに入ります。中ほどに、労働費、労働

諸費、１、労働諸費、００２労働諸費１５５万３,０００円の予算計上がございます。資料がご

ざいまして、７０ページの下です。こちらのほうにさらに詳しく、その主だった内容について記

載をさせていただいておるところです。 

 それでは、予算書は次のページに移っていただいて、７０ページです。農林水産業費のほうに

入ってきておりまして、農業費の、目の２農業総務費です。下のところに００２農業総務費

１,３８３万８,０００円の予算計上があるかと思います。資料につきましては、７１ページの上

にその内容について記載をしてございます。 

 それからさらに進んでいただきまして、予算書は７１ページです。中段から下のところですけ

れども、目は３農業振興費、００２農業振興総務費６,１６５万４,０００円の予算計上がしてご

ざいます。資料は７１ページの下でございます。 

 それで、資料の７１ページの下に、その内容について記載をさせていただいております。予算

の内容によっては、その中に複数の事業が入っているというようなケースがございます。これま

で、ちょっとわかりにくいというような指摘もあったところで、こういうふうな、ちょっと表に

今回切りかえてというか、こういうふうに表現をさせていただいておるということでございます。 

 したがって、先ほど申し上げました００２農業振興総務費というここのところには、こうした

事業が入ってきているというところで御確認をいただければというふうに思います。 

 それでは予算書進んでいただきまして、７２ページです。右側のところですけれども、

００３有機農業振興費です。４７０万１,０００円の予算計上。資料は７２ページの上でござい

ます。 

 さらに予算書を進めていただきまして、今度は７３ページに移ります。７３ページの上から、

００６日本型直接支払交付金事業費４,３１３万８,０００円の予算計上があるかと思います。こ

れにつきましては、資料は７２ページの下に主だったところを記載をさせていただいております。 

 さらに予算書はその下ですけれども、００７新規就農者育成確保事業費１,５５１万

５,０００円の予算計上です。資料は７３ページの上でございます。 
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 予算書はその下です。００８ブランド化推進事業費です。９０３万７,０００円の予算計上、

この部分については資料７３ページの下。こちらのほうにその内容について記載をさせていただ

いております。 

 予算書はさらに進んでいただきまして、７４ページ、目は４農業振興施設費です。まず、

００３農業振興施設管理費３９９万６,０００円というところがあるかと思います。これについ

ては資料はありませんで、この内容につきましては、柿木ふれあい会館の管理経費というところ

で見ていただければと思います。 

 さらにその下、予算書下がっていただきまして、００３農業振興施設管理費です。「道の駅か

きのきむら」あるいは柿木の農産加工場の管理経費というところでございますが、資料は

７４ページの上にその内容を記載をしておるところでございます。 

 それから予算書はさらに進んでいただきます。７５ページに移ります。目の６農地費です。

７５ページの下のところですけれども、００３農道水路維持管理費６６９万６,０００円の予算

計上があるかと思います。この内容につきましては、資料は７４ページの下にその内容を記載を

させていただいておるところでございます。 

 予算書さらに次に進んでいただきまして、７６ページに入ります。引き続き目は６の農地費が

続いておるところでございまして、予算書７６ページの右側、００６土地改良補助整理事業費

４,３７５万円の予算計上。これについては、資料７５ページの上にその内容を記載をしており

ます。 

 予算書、さらにその下に下がっていただきまして、００７農村地域防災減災事業費

４,８６８万７,０００円の予算計上です。資料がございまして、６５ページの下にその内容を記

載をしているところです。（「資料７５ページ」「資料よ」と呼ぶ者あり）はい。００７農村地

域防災減災事業費の資料につきましては、参考資料７５ページの下に記載がございます。（発言

する者あり）大変失礼しました。 

 次に進んでいただきまして、予算書は７７ページに入ります。農林水産業費、林業費、林業総

務費というところに入ってきておりまして、７７ページの右側を見ていただきますと、００３鳥

獣被害対策費１,７５１万円の予算計上。これについては、資料７６ページの上にその内容につ

いて記載をさせていただいております。 

 それでは次に進んで予算書７８ページ、中段から下ですけれども、目の２林業振興費です。

００２林業振興総務費２,７９６万７,０００円の予算計上。この部分につきましては、資料

７６ページの下にその内容を記載してございます。 

 さらに予算書は進んでいただきまして、７９ページ。予算書は７９ページの下でございます。

目の３林業振興施設費、００３林業振興施設管理費３６７万７,０００円の予算計上があるかと
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思います。内容については、資料は７７ページの上。こちらのほうに内容を記載をしております

ので、お読み取りいただければと思います。 

 さらに進んでいただきます。予算書は８０ページに移ります。８０ページの右側に００３林業

振興施設管理費３８万３,０００円というのがあるかと思います。これは資料はございません。

中身について申し上げておきますと、これは平栃の滝森林公園の管理経費というものでございま

す。 

 そこから下がっていただきまして、００３林業振興施設管理費というところがあるかと思いま

す。１８０万４,０００円という予算計上。施設といたしましては、七日市にございます林業総

合センターの管理経費というところでございます。 

 さらにその下です。００４林業振興施設整備事業費９６５万２,０００円の予算計上がしてご

ざいます。内容につきましては、今申し上げた七日市の林業総合センター、これの空調設備の改

修工事というものが主なところというところで見ていただければと思います。 

 それでは、予算書はさらに進んでいただきたいと思います。８２ページに入っていきます。

８２ページの中段からです。商工費、商工費、目の１商工振興費です。右側の００３企業誘致・

産業立地事業費２３６万９,０００円の予算計上です。資料につきましては、７７ページの下で

ございます。 

 さらに予算書、その下ですけれども、００２商工振興総務費４,００５万２,０００円の計上が

ございます。資料７８ページの上に、その内容について記載をさせていただいておるところです。 

 予算書は次のページに移ります。８３ページ、中段のところです。目の２観光費、００２観光

振興対策費８７２万２,０００円の予算計上です。この部分については、資料７８ページの下に

その内容について記載をしてございます。 

 それから、予算書８３ページの一番下ですけれども、００３観光施設管理費ということで、こ

れが次のページにまたがっております。資料がこれはありまして、７９ページの上です。 

 それから、予算書は８４ページに入っておりますけれども、中段から下。目は３です。３、都

市農村交流費、００２都市交流推進事業費６１８万３,０００円の計上。これについては、資料

７９ページの下でございます。 

 さらに、予算書８４ページの下ですけれども、００３交流施設管理費８９４万６,０００円の

予算計上。これにつきましては、参考資料は８０ページの上でございます。 

 そうしますと、また予算書を進んでいただきまして、土木費に入ってまいります。予算書

８６ページです。土木費、土木管理費、目の１土木総務費というところに入っておりまして、予

算書８６ページの右側です。００２土木総務費２,７０８万５,０００円の予算計上。これについ

ては、資料８０ページの下に主な事業というところで記載をさせていただいているというところ
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でございます。 

 それから予算書進んでいただきまして、８７ページです。目は２土地対策費というところなん

ですけれども、００２地籍調査事業費３,５３１万３,０００円の予算計上があるかと思います。

資料は８１ページの上にその事業の内容について記載をしておるところです。 

 予算書さらに進んでいただければというふうに思います。今度は予算書８８ページに入ります。

中ほどからなんですけれども、土木費、道路橋梁費、目の１道路橋梁維持費、そして００４橋梁

維持管理費６１４万円の予算計上。これについては、資料８１ページの下にその内容を記載をし

てございます。 

 予算書さらにその下ですけれども、００５除雪費３,０９７万２,０００円の予算計上。これに

ついては、資料８２ページの上にその内容について記載をしておるところです。 

 それでは予算書さらに進んでいただきまして、８９ページに移ります。中ほどのところからで

すけれども、２、道路橋梁新設改良費です。右側を見ていただきますと、まず、００３道路新設

改良単独事業費３,１０６万２,０００円の予算計上。これについては、資料８２ページの下。 

 予算書さらに下がっていただいて、００４道路新設改良補助事業費８,１００万円の予算計上。

資料は８３ページの上。 

 さらに、予算書８９ページの一番下ですけれども、００６橋梁新設改良補助事業費１億

３,８７８万１,０００円の予算計上。この部分については、資料８３ページの下に、それぞれ内

容について主だったところを記載をさせていただいております。 

 予算書さらに進んでいただければと思います。９０ページに移ります。中ほどですけれども、

土木費、河川費、それから目の２河川改良費です。００３河川改良単独事業費ということで、

６３６万９,０００円の予算計上がしてございます。資料については、８４ページの上にその内

容について記載をしておるところです。 

 予算書はさらに進んでいただいて、次のページに入ってまいって９１ページです。今度は住宅

費に移っておりまして、目の１住宅管理費００２公営住宅等管理費です。７７７万９,０００円

の予算計上。これについては、資料８４ページの下にその内容を記載をしております。 

 予算書さらに下がっていただいて、今度は目の２住宅建設費です。００２公営住宅等整備事業

費というところで、１億３,５４４万２,０００円の予算計上。資料は８５ページの上にその内容

を記載をしております。 

 予算書さらに……。 

○議長（安永 友行君）  課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  はい。（発言する者あり） 

○議長（安永 友行君）  今、土木費までの資料との突き合わせが終わりました。 
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 ここで１０分間休憩します。 

午後３時09分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時20分再開 

○議長（安永 友行君）  それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

 消防費からの歳出の説明が残っております。野村総務課長。 

○総務課長（野村 幸二君）  それでは、消防費からということで、予算書につきましては

９２ページでございます。 

 消防費、目の１常備消防費、００３常備消防費１億６,２０６万９,０００円の予算計上でござ

います。資料は８５ページの下に記載をしております。 

 予算書をさらに下がっていただきます。今度は目の２非常備消防費です。００２非常備消防総

務費５５５万９,０００円の予算計上、資料については８６ページの上でございます。 

 予算書をさらに下がっていただいて、００３消防団等活動事業費２,９１３万２,０００円、こ

れについては資料８６ページの下でございます。 

 さらに予算書を次に進んでいただければと思います。ちょうど中ほどに目の３消防施設費とい

うところがあると思います。００２消防施設管理費、これですけれども、これは資料はございま

せん。施設名を申し上げておきますと、柿木と六日市それぞれにあります防災センターの管理経

費というところで見ていただければというふうに思います。 

 予算書９３ページの下です。目の４防災費、００２防災総務費７４８万３,０００円の予算計

上、これについては資料８７ページの上にその内容について記載をさせていただいております。 

 予算書は次に進んでおりまして９４ページです。９４ページの下でございます。００４防災設

備等整備事業費３億２,４９５万５,０００円の予算計上、これにつきましては、資料８７ページ

の下に記載をさせていただいております。 

 次に進んでいただいて、予算書９５ページです。上のところです。消防が続いてきておりまし

て、００２防災総務費２５８万円の予算計上、資料は８８ページの上でございます。 

 それでは、予算書を進んで、今度は教育費に入ってまいります。恐縮ですけれども、進んでい

ただきまして９７ページです。９７ページの右側を見ていただきますと、ちょうど中ほどに事務

局施設費というところがあろうかと思います。これは資料はありませんので、主だった施設名を

申し上げますと、柿木、それから六日市それぞれの基幹集落センター等の管理経費というものが

ここに入っておるというところで見ていただければと思います。 

 さらに予算書９７ページの一番下です。００４事務局施設整備事業費１,９８１万１,０００円

の予算計上、これにつきましては、資料８８ページの下にその内容について記載をさせていただ
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いております。 

 それから、予算書は９８ページに移っておりまして、下になりますけれども、００９サクラマ

スプロジェクト事業費４０５万６,０００円、この予算計上がしてございます。 

 資料については、８９ページの上です。予算書をさらに進んでいただいて、今度は９９ページ

に移ります。目の３学校給食費、００２学校給食総務費５,１５７万６,０００円の予算計上、資

料については、８９ページの下に内容について記載をしております。 

 それから、進んでいただきまして、予算書の１０２ページです。予算書は１０２ページの右側

の中段から、ここから各小学校あるいは後ほど出てまいりますが、各中学校にいわゆる配当する

予算といいますか、要求に基づいて配当する予算というところで、それぞれ計上をさせていただ

いているというところで、予算書１０２ページの中段から進んでいただきまして１０５ページま

で、そうしたところを計上したというところでお読み取りをいただければというふうに思います。 

 さらに進んでいただきまして、予算書は今度また１０６ページに入っていただければと思いま

す。教育費中学校費、目の２中学校教育振興費というところです。 

 また、さらに同じような形なんですけれども、予算書１０６ページの一番下に六日市中学校と

いう表記があろうかと思いますけれども、そこから予算書は１０８ページにわたりまして、各中

学校から要求いただいたその内容に応じて予算を配当させていただいたというところで見ていた

だければというふうに思います。 

 それでは、進んでいただきまして、予算書は１０９ページです。予算書１０９ページについて

は、教育費の中の社会教育費、社会教育総務費の関連で予算が出てまいっております。このうち

００２社会教育総務費から００３、００４、００５、また次のページに行っていただいて、

００６成人式費、ここまでについては、およそ前年並みの予算化というところでお読み取りいた

だければというふうに思います。 

 予算書１１０ページの右ですけれども、００７ふるさと人づくり推進事業、これについてはい

わゆる新規事業ということになってまいりますけれども、資料は９０ページの下です。９０ペー

ジの下にその内容について記載をさせていただいているというところでございます。 

 さらに予算書１１０ページの中段から下です。社会教育費の目の２社会教育施設費、００３サ

クラマス交流センター管理費２,９７０万６,０００円の予算計上、これについては資料９０ペー

ジの上のところにその内容について記載をさせていただいているというところでございます。 

 さらに予算書を進んでいただきまして、１１１ページから、ここから社会教育費の中の公民館

費が続いてまいります。公民館事務局管理費から始まって、それから予算書１１１ページの下、

蔵木公民館という表記があろうかと思いますけれども、そこから１１４ページにわたりましては、

各公民館から要求のあったものについて予算を配当させていただいているというところで、お読
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み取りをいただければというふうに思います。 

 それから、予算書は１１５ページになります。１１５ページの上段ですけれども、これは社会

教育費の中の目の４図書館費でございまして、００３図書館事務局管理費が、１１４ページから

１１５ページにわたって続いておるわけなんですけれども、１１５ページの改修工事費のところ

に１６５万円の予算が計上してあるかと思います。 

 図書館のいわゆる本の数、蔵書数がふえたというところから、本棚、棚を増設をするというふ

うな内容がここに入っているというところで見ていただければというふうに思います。 

 その下の図書館運営費、さらに予算書１１５ページの中段から目の５文化財保護費、続いてお

りますけれども、およそ前年並みの予算を計上いたしておるというところで見ていただければと

いうふうに思います。 

 それから、予算書は次に進んで１１６ページです。 

 教育費、保健体育費目の１保健体育総務費に入っておりまして、００２保健体育総務費、それ

から００３保健体育施設費、ここら辺につきましては前年並みの予算計上というところで見てい

ただければというふうに思います。 

 予算書は１１７ページに移ります。中段に公債費、公債費目の１元金、目の２利子というとこ

ろでそれぞれ予算計上をしてございます。これはそれぞれ記載をさせていただいたとおりという

ところで見ていただければというふうに思います。 

 予算書１１７ページの最後ですけれども、予備費というところでございます。前年と同額の予

算を計上いたしたというところでございます。歳出については以上でございます。 

 次に歳入に入らせていただきます。予算書は戻っていただきまして、１０ページをお開きいた

だければと思います。予算書は１０ページ、町税、町民税、目の１個人のところでございます。

現年度分というところで２億６５８万６,０００円の予算計上がしてございます。これは徴収率

９９.１％というところでの算定でございます。 

 さらにその下滞納繰越分というところです。徴収率３０.０％での算定でございます。 

 さらにその下です。目の２法人というところで、現年度分については９９.０％、それから滞

納繰越分については、実績等を見ての予算計上というところでございます。 

 さらにその下です。今度は目の１固定資産税です。現年度分徴収率９８.７％というところで

算定し、２億５,５２８万２,０００円の予算計上です。 

 さらにその下滞納繰越分ということで、徴収率を１２.０％ということでの算定でございます。 

 それから目の２国有資産等所在市町村交付金及び納付金というところです。５５４万

８,０００円という予算計上ですけれども、これについては国県等から示された額を計上いたし

たというところでございます。 
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 予算書１０ページの下です。町税、軽自動車税、目の２環境性能割のところです。現年度分と

して１４０万４,０００円、これについては県による試算額をもとに算定をいたしたというとこ

ろでございます。 

 それから、目の３種別割です。現年度分につきましては徴収率９９.０％、それから滞納繰越

分につきましては３０.０％というところで算定をさせていただいて、それぞれ予算計上をいた

したというところでございます。 

 進んでいただきまして、予算書は１１ページです。上の町たばこ税、目の１町たばこ税です。

現年度分として３,７００万円、前年度と同額の予算計上というところでございます。 

 それから、その下の入湯税、目の１入湯税、現年度分として４３０万円、これについてはこれ

までの実績等から算定をしたものでございます。 

 それから、その下の地方譲与税、地方揮発油譲与税のところから、予算書を進んでいただきま

して、１３ページです。１３ページに地方特例交付金の部分があろうかと思います。ここの部分

につきましては、国あるいは県などから示された数字ということでございまして、それぞれ予算

計上をいたしたところでございます。 

 特徴的なところを２点ほどお話をさせていただきますと、予算書１１ページの一番下ですけれ

ども、地方譲与税、森林環境譲与税というところでの予算計上がしてあるかと思います。 

 この２,５４１万４,０００円の計上です。内容については、２月２８日の全員協議会で、産業

課のほうから説明をさせていただいたところがあろうかと思います。そういったところがここに

表れてきているというところで見ていただければと思います。 

 それから、さらに次の１２ページの一番下です。地方消費税交付金、地方消費税交付金、目の

１地方消費税交付金ということで１億３,５３１万８,０００円です。前年度と比較すると増額と

いうふうになってきているということでございます。いわゆる消費税が改定されたことに伴う増

額というふうに見ていただければというふうに思います。 

 それでは、予算書は１３ページに移ってください。１３ページの中段から下です。地方交付税

のところです。目の１地方交付税ですけれども、まず普通交付税でございます。算定見込み額と

いたしましては、今、普通交付税については２９億６６万１,０００円という予算計上でござい

ます。いわゆる留保分というものにつきましては、５,０００万円を見ているというところでご

ざいます。 

 さらにその下の特別交付税であります。３億１,５６０万６,０００円の計上でございます。い

わゆる留保分については３,０００万円を見ているというところでの予算計上ということでござ

います。 

 それでは、進んでいただきまして、１４ページです。上の分担金及び負担金、分担金、目の
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５農林水産業費分担金、さらにその下の７土木費分担金があるかと思います。これらにつきまし

ては、事業費、それからその事業にかかわる負担率等により算出をしておるというところで見て

いただければと思います。 

 それでは、予算書１４ページの中ほどです。分担金及び負担金、目の２民生費負担金というと

ころで、それぞれ予算計上をしてございます。上から申し上げますと、老人施設措置費負担金、

高齢者等軽度生活援助事業負担金、それから成年後見等利用者負担金ということで、それぞれい

わゆるサービスを利用された方々からの負担金というところで、お読み取りをいただければとい

うふうに思います。 

 それからその下、下がっていただきますと、目の７土木費負担金、維持補修費負担金というと

ころで、４,０００万円の予算計上があるかと思います。内容について申し上げますと、唐人屋

トンネルの補修工事に係るものでございまして、これは津和野町からの負担金ということで見て

いただければというふうに思います。 

 １４ページの下です。使用料及び手数料、使用料、目の１総務使用料から予算書次のページへ

行っていただきまして、１５ページにわたって、各所管の使用料等々を計上させていただいてお

ります。それぞれについて、これまでの実績額等から算定をいたして、計上をしているというと

ころで見ていただければというふうに思います。 

 それでは、さらに進んでいただきまして、今度は１６ページです。使用料及び手数料、手数料、

これも目の１総務手数料から目の４農林水産手数料、ここまでですけれども、これまでの実績額

等から金額を算定させていただき、計上をいたしたというところで見ていただければというふう

に思います。 

 予算書１６ページの下ですけれども、国庫支出金に入ります。国庫負担金、１民生費国庫負担

金から次のページに行っていただきまして、目の２衛生費国庫負担金のところまででございます。

この部分につきましては、いわゆる給付額に応じて定められるというふうなところがございます

ので、そうしたいわゆる負担割合等で算定をさせていただいているというところでございます。 

 予算書１７ページの下です。国庫支出金のうち今度は国庫補助金のほうに移ってまいります。

まず目の１総務費国庫補助金というところであります。この中で上から３つ目です。地方創生推

進交付金３９５万８,０００円の予算計上があるかと思います。ここの部分については、高校の

魅力化にかかわる部分の事業に対する交付金というものが主な内容というところであります。 

 それでは、さらに進んでいただいて、予算書は１８ページに移っていきます。それぞれ国庫補

助金ということで、事業とそしてそれにかかわる予算について計上をさせていただいております

ので、またそれぞれお読み取りをいただければというふうに思います。 

 それから、予算書１８ページの一番下です。今度は国庫支出金のうち委託金に入ってまいりま
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して、目の１総務費委託金、次のページ目の２民生費委託金、それぞれいわゆる定められた金額

の予算計上というところで見ていただければと思います。 

 それから、１９ページの中段から下です。今度は県支出金のうち県負担金、目の１民生費県負

担金から始まりまして、次の予算書２０ページにまたがりまして、目の４土木費県負担金の予算

計上、これについては、それぞれの事業に対しまして、いわゆる負担の率であったり、定められ

たものがありますので、それぞれに応じて予算計上をさせていただいているというところで見て

いただければと思います。 

 それから、予算書２０ページの今度は県補助金というところでございます。予算書２０ページ

の目の１総務費県補助金から次のページに進んでいただきまして、２２ページまでのところに県

からの補助金にかかわる部分について、それぞれ事業と予算のほうを計上いたしておるというと

ころでございます。 

 これも先ほど来申し上げておりますけれども、その事業のいわゆる補助率であったり、そうし

たものから算定して、予算計上をしたというところでございます。 

 それでは、進んでいただきまして、予算書は２３ページです。県支出金のうち委託金です。目

の１総務費委託金から下の目の７教育費委託金ということで、それぞれ予算計上をさせていただ

いております。 

 それぞれについて、またこれもいわゆる算定の方法は定められたおるところがございますので、

それに従って予算を計上したというところで見ていただければというふうに思います。 

 それから、予算書は次に進んで２４ページです。上からまいりますと、財産収入に入っており

まして、財産運用収入、目の１財産貸付収入、普通財産貸付収入、それから教員住宅貸付収入、

それぞれ町有財産をお貸ししている場合、それから教員住宅をお貸ししている場合がありまして、

それぞれからいただく金額、それを予算計上いたしております。 

 さらにその下ですけれども、目の２利子及び配当金ということで、それぞれの基金の利子につ

いて算定させていただいて、予算計上をしたものでございます。 

 それから、予算書２４ページの下です。寄附金、寄附金、目の１寄附金です。まず一般寄附金

については、例年と同様の金額を予算計上いたしておりますが、次の指定寄附金というところが

あろうかと思います。５００万円の予算計上、ここにつきましては、ふるさと応援寄附金のこと

でございます。昨年度よりも予算を増額をして、予算を計上させていただいているというところ

を、お読み取りをいただければというふうに思います。 

 それから、次に予算書を進んでいただければと思います。予算書は２５ページです。中ほどの

ところからですけれども、繰入金、基金繰入金ということで、それぞれの基金繰入金について予

算計上をさせていただいております。各種さまざまな多岐にわたる事業がございますけれども、
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それに応じて予算調整をさせていただいているというところでございます。 

 さらに予算書を進んでいただきまして、２６ページに移ります。今度は繰越金です。繰越金と

いうところで、これは１,０００円の予算計上、それから今度は諸収入に、中ほどに諸収入、延

滞金、加算金及び過料、延滞金としては２０万円。 

 さらにその下、諸収入、町預金利子ということで、一時預金利子ということで５,０００円、

これらについては例年並みの予算計上というところで見ていただければというふうに思います。 

 それから、予算書の２６ページの下です。諸収入、貸付金元利収入、目の１総務費貸付金収入

というところを見ていただきますと、これの２行目ですけれども、サンエム定住促進施設建設資

金貸付金収入というところだと思います。これはエムテラス建設資金の返還金というところで、

お読み取りをいただければというふうに思います。 

 それでは、進んでいただきまして、予算書の２７ページの中段からでございます。諸収入のう

ち雑入というところで、目の２弁償金から次のページにわたっておりますけれども、目の１５雑

入というところでそれぞれ予算計上、これまでの実績等々から算定を見込みまして、予算計上を

させていただいているというところで見ていただければというふうに思います。 

 それから、予算書２８ページの下です。町債です。２８ページの一番下には、目の１として過

疎債、それから次のページに行っていただきまして、目の１５臨時財政対策債というところまで

予算計上です。これもそれぞれ多岐にわたる各種の事業の財源というところでの調整というとこ

ろで見ていただければというふうに思います。 

 それでは、非常に早く説明を済ませた感がありますけれども、以上で説明を終わりたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（安永 友行君）  結構な時間が経過しましたので、質疑は保留にしておきます。 

 日程第９、議案第２９号令和２年度吉賀町一般会計予算の質疑は保留をしておきます。 

────────────・────・──────────── 

○議長（安永 友行君）  以上で、本日の日程は全部終了しましたので、これで散会をいたします。 

 なお、明日は午前９時に議員の方のみ議場にて開会をしますので、控室でも朝礼をした後、こ

こで開会をして、現地視察に向かいますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で散会します。御苦労でございました。午後、今の一般会計の質疑を行います。 

午後３時53分散会 

────────────────────────────── 


